




は  じ  め  に

　岡山市は、人口約71万人を擁する政令指定都市であり、行政、経済、文化等の都市機能が高
度に集積したまちであるとともに、瀬戸内特有の温暖な気候に恵まれ、自然災害の少ない安全・
安心な都市として、全国的に認知されています。また、岡山市は面積約790km2と広大な市域を
持ち、吉備高原に連なる北部の丘陵地から瀬戸内海に面した平野部まで変化に富んだ地形や、
アユモドキやスイゲンゼニタナゴなどの希少野生生物等が生息・生育する生物多様性に富んだ
自然環境が存在し、豊かな水と緑を享受しながら四季折々の暮らしが営まれています。
　近年、環境問題は複雑化、多様化しており、地球温暖化対策や生物多様性の保全、大気汚染、
水質汚濁、廃棄物への対策などに加え、世界的な人口増加や国際情勢によるエネルギー問題な
ど、各国が協力して取り組むことが求められています。
　地球温暖化対策に関しては、温室効果ガス排出削減のための国際的枠組みである「パリ協定」
の目標達成に向けて、我が国では令和元年10月に「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦
略」、「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。こうした中、岡山市では令和３年２月２
日に「ゼロカーボンシティ宣言」を行うとともに、同年６月に「岡山市地球温暖化対策実行計
画」を見直し、2030年度の温室効果ガス排出量を2013年度比で46%減少させ、2050年度には実
質ゼロとすることをめざしています。脱炭素社会の実現に向け、「省エネルギーの推進」や「再
生可能エネルギーの導入促進」、「市民・事業者の行動変容に向けた啓発事業」等に取り組んで
います。
　また、生物多様性の保全に関しては、令和４年に開催された、「国連生物多様性条約第15回
締約国会議（COP15）第二部」において、2030年までに、陸と海の30％以上を健全な生態系と
して保全しようとする「30by30目標」やネイチャーポジティブの考え方を含む新たな世界目標

「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が合意され、我が国でも同枠組を踏まえた行動計画と
して「生物多様性国家戦略 2023-2030」が閣議決定されました。岡山市では、これらの動きを
踏まえ、令和４年度に、生物多様性の保全上重要度の高い地域を明らかにした「岡山市の重要
生態系リスト」を策定しました。このリストを基に自然環境モニタリングを行い、市内の生態
系の現状把握に努めるとともに、得られたデータを保全地域の確保や保全活動の啓発に役立て
ています。また、令和６年１月に「生物多様性のための30by30アライアンス」に県内自治体で
は初めて参加するなど、30by30の目標達成に向けた取り組みを進めています。
　今後とも、地域に最も密着した基礎自治体として、環境保全活動を地域全体に拡げる先導役
となって、市民、事業者、関係団体など多様な主体と協働して、自然環境と調和した豊かな暮
らしを将来世代に引き継いでいく持続可能な社会の実現のために取り組んでまいります。皆様
方におかれましては、一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
　本白書は、岡山市環境基本条例に基づき、環境の状況および岡山市環境基本計画に基づき実
施された施策の実施状況等をまとめたものです。環境問題に対する皆様方の理解と関心を深め
ていただくための一助となれば幸いです。

　　令和８年２月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山市長   大   森   雅   夫
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Ⅰ　環境の概況
Ⅱ　総合的な環境保全施策の推進
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Ⅰ  環 境 の 概 況

（１）  地　　勢
　岡山市は、平成17年３月22日に、旧御津町、旧灘

崎町と、平成19年１月22日には旧建部町、旧瀬戸

町と合併し「新岡山市」となり、面積が789.95km2

となりました。岡山市は中国地方最大の平野であ

る岡山平野の中央に位置しており、市域は北部吉

備高原をはじめとした丘陵地域と、それに連なる

南部の平野とに大別されます。

図１　地形概要図 ※岡山市都市計画マスタープランから転載

自然的条件1

− 2−



15.0

14.0

13.0

16.0

17.0

15.5

14.5

13.5

16.5

17.5

18.0

気温
（度）

1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021
（年）

— Ⅰ 環境の概況 —

　このうち、北部丘陵地域は、吉備高原南縁部

の第四紀隆起準平原であり、標高400ｍ～500ｍ

のなだらかな小起伏面となっています。本地域

は、緑と清流豊かな自然に恵まれており、昭和

60年に完成した岡山空港や近年整備された高速

道路などを拠点として地域整備が進められてい

ます。

　一方、南部の平野はその大部分が標高２ｍ以下

の低地で、市域内を貫流する旭川や吉井川等の河

川によって生まれた沖積平野と江戸時代以降に進

められた干拓地によって形成され、児島湾、児

島湖を隔てて児島半島部があります。本地域には、

児島湾・児島湖沿岸部の旧干拓地域をはじめ、田

園地帯が広がっていましたが、近年、旧市街地部

を中心に都市化が著しく進行しています。

　また、岡山平野の基盤は古生代の砂岩、粘板岩

とこれを貫く中生代末の花崗岩類からなり、古生

層は花崗岩類による熱の影響により接触変成作用

を受けてホルンフェルス化しています。

（２）気　　候
　岡山市は気候区分上、温暖小雨で特徴づけられ

る瀬戸内式気候区に属しています。一般に、「気

候温和の地」と言われているように、冬は比較的

（１）   人　　口
　岡山市は、古代吉備文化の発祥の地であり、か

つては山陽道をはじめとする交通の拠点として、

また、製鉄や製塩、農業生産の地として発展し、

1573年に、戦国武将宇喜多直家が城を大改修す

るとともに、城下町の建設に着手、現在の中心市

街地発達の基を築きました。

　また、明治に入り、市制施行は、1889年（明

治22年 ） で、 当 時 の 人 口 は47,564人 で し た が、

1952年（昭和27年）の周辺10か村の合併をはじ

めとする周辺市町村との合併や、自然増、社会増

により、人口が増加を続け、1970年代半ばには

暖かく、降雪もほとんど見られません。また、春・

秋も快晴の日が多くなっています。夏本土を襲う

台風も四国山脈が防壁になって勢力が弱められ、

影響が少ないなど非常に恵まれています。

　また、市街地内の平均気温は、1980年代以降

高くなる傾向が見られます。

50万都市となりました。その後、人口増加率は

以前よりも鈍化する傾向にありましたが、平成17

年３月22日に旧御津町、旧灘崎町と、平成19年

１月22日には旧建部町、旧瀬戸町と合併し、令

和７年３月末現在、総人口は693,219人となって

います。

図２　岡山市の年平均気温の推移

（注）�岡山地方気象台は、1896 年、1949 年、1982 年に観
測場所を移転しており、観測データがこの前後で均
質でない可能性があります。

統計期間：1891 ～ 2024 年
（気象庁資料より作成）

社会的条件２

− 3−



表１　岡山市の人口等の推移
単位：人・戸（各年度３月末現在）

年度
項目

昭和
50年度

平成
７年度

平成
27年度

令和
２年度

令和
３年度

令和
４年度

令和
５年度

令和
６年度

人                口 518,342 604,262 706,728 706,775 702,073 699,596 696,280　  693,219 

世      帯      数 161,390 229,160 318,188 334,876 335,215 338,076 340,187　  342,220 

図３　岡山市の土地利用面積比率

自然的土地利用

山林　45％ 農地
20％

その他
15％

都市的
土地利用

その他（水面ほか）9％
宅地（住宅・商業・工業）12％

（平成24年度　岡山市都市計画基礎調査）

図４　産業大分類別15歳以上就業者数

（国勢調査）
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（２）   土地利用
　岡山市の土地利用の状況は、宅地や道路などの

都市的土地利用が26％、農地や森林などの自然

的土地利用が74％となっています。

　また、市街化区域の面積は、平成26年10月１

日現在で、10,390ha と市域の約13％で、都市計

画法に基づく用途地域は住居系地域が65％、商

業系地域が12％、工業系地域が23％となってい

ます。

（３）   産　　業
　瀬戸内沿岸の商業都市として発展してきた岡山

市の産業構造は、商業をはじめとする第３次産業

が最も大きなウエイトを占めています。特に、瀬

戸大橋・岡山空港をはじめ山陽自動車道などの基

幹交通網が整備されたことに伴い、流通機能の集

積が進む傾向にあります。就業人口は全体の約７

割、年間商品販売額は県内シェアの６割を占める

までになっています。

　また、日本三名園の一つである後楽園や岡山城、

吉備路などの観光地等も多く、令和５年には年間

約582万人の観光客が訪れています。

　一方、工業を中心とする第２次産業は、就業人

口比で見ると昭和55年の28.1％から令和２年の

21.0％と減少する傾向にあります。業種別で見る

と、伝統的な食料品製造業や繊維関連産業に加え、

臨海部中心の化学工業、電気機械器具、一般機械

器具や、都市集積を背景とした出版・印刷関連産

業などの付加価値の高い都市型工業の割合が高ま

ってきています。

　農業を中心とする第１次産業の就業人口は、全

国的な傾向と同じく減少する傾向にあり、昭和

55年の7.5％から令和２年には2.2％になっていま

す。しかし、その中でも、岡山市の地理的特徴を

活かして、多面的な農業が展開されており、丘陵

地域のマスカット、白桃は全国的にも特産地とし

て知られ、また、平野部は、中国地方有数の水田

地帯となっています。また、水産業では、沿岸地

域での海苔養殖を中心とした栽培漁業が中心とな

っています。

図３　岡山市の土地利用面積比率

表１　岡山市の人口等の推移

図４　産業大分類別15歳以上就業者数
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（１）   公害問題の発生
　我が国における昭和30年代以降の急激な社会・

経済活動の変化・発展に伴い、主に重化学工業等

の産業活動に起因する種々の公害問題が、全国的

に大きな社会問題となりましたが、これは、市域

内に重化学工業などの大規模な工業の集積度があ

まり高くない岡山市においても決して無縁なこと

ではなく、水質汚濁や大気汚染などの種々の公害

問題が生じました。

　このような状況の中で、国においては、昭和30

年代の大気保全や水質汚濁防止等に関する立法や

昭和42年の公害対策基本法の制定等の対策を進

めましたが、それらの対策は経済の急速な発展と

汚染の増加に追いつかず、公害問題はますます悪

化し、重大な社会問題となっていました。

　こうした中で、公害対策を求める世論の盛り上

がり等を背景に、昭和45年11月のいわゆる「公

害国会」（第64回臨時国会）において、公害対策

基本法の経済との調和条項の削除をはじめ、水質

汚濁防止法等の関連13法案が成立し、翌年には、

環境庁が設置され、総合的、統一的な環境・公害

行政が推進されることとなりました。

　岡山市でも、昭和39年に衛生部保健衛生課内

に公害係を配置し、公害苦情処理や環境調査等に

取り組み始めましたが、昭和40年９月、市議会

において「公害防止条例の早急制定に関する決議」

があり、昭和41年に「岡山市公害防止条例」を制

定するとともに、昭和45年に「岡山市公害対策

本部」（市長が本部長）や衛生局公害課を設置し、

昭和48年には、その後の社会情勢等の変化に対

応するため、「岡山市公害防止条例」の全面改正

を行うなどの対応を図りました。

　また、同条例に基づき、市内主要工場について、

公害防止協定の締結を開始するなど、国等での公

害防止等に関する一定の枠組みの整備を踏まえた

上で、市民生活に密着する行政を担う立場からの

きめの細かい対応に努めました。

（２）環境問題の多様化
　昭和50年代に入ると、さらに、公害防止等に

関する関係法令の整備が進み、また、岡山市に、

大気汚染監視センターが設置されるなど、環境

監視体制も整備されてきました。そして、この

ような行政の取組と、多くの事業者や市民等の

努力によって、大規模な工場・事業場等からの

公害問題はかなり改善されてきました。

　しかし、その後の経済の安定成長や大量生産・

大量消費・大量廃棄の生活様式の定着などを背

景として、自動車による大気汚染や騒音・振動

問題、生活排水などによる水質汚濁などのいわ

ゆる都市・生活型公害、廃棄物の増大等が大き

な問題となってくるとともに、身近な自然との

ふれあいなど快適な環境に対する市民のニーズ

の高度化や多様化、また自主的な社会参加を指

向するなどの市民意識の変化も見られるように

なってきました。

　このような状況の中で、岡山市では、昭和46

年に「岡山市緑化条例」を制定、昭和49年には、

市内中心部を南流する西川についての「緑道公園」

としての整備に着手しました。

　また、瀬戸内海環境保全特別措置法や湖沼水

質保全特別措置法、岡山県児島湖環境保全条例

の運用等による富栄養化防止・生活排水対策や

廃棄物の適正処理、公共下水道等の整備、自動

車排出ガス測定局の設置等を進める一方、「水辺

教室」・「ふるさと環境教室」等の地域の身近な

環境と市民等とのふれあいを図る事業を開始し

ました。

　さらに、昭和63年に、公害課から環境保全課

に課名を変更、平成４年には、岡山市水辺環境

計画や岡山市緑のマスタープランを策定すると

ともに、地域の住民と行政が協働して環境づく

りを進める「ホタルの里」制度や「緑の倍増作戦」

などの快適環境づくりを進めてきました。

環境問題の推移３
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（３）新たな行政手法の確立へ
　地球温暖化やオゾン層の破壊、森林の減少を

始めとする地球環境問題や野生生物の種の減少

などの生物多様性の保全の問題が、国境を越え

世代を越えた影響を及ぼす人類の生存基盤その

ものを揺がす問題として、顕在化してきました。

これらの広範な問題に対処するためには、課題

ごとのばらばらの捉え方でなく、環境そのもの

を総合的に捉え、計画的な施策を講じていく必

要があります。また、都市・生活型公害や地球

温暖化問題に見られるように、わたしたちの通

常の社会経済システムやライフスタイルそのも

のの転換が大きな社会的課題となってきています。

　これらの諸課題に対応していくためには、こ

れまで進めてきた産業公害の規制を中心とする

いわゆる「公害問題」への対応から、より幅を

広げた「環境問題」へ対応するための新たな行

政手法の枠組みが必要となってきています。

　国においては、このような環境行政の変化に

対応するため、平成５年11月に、従来の「公害

対策基本法」を発展的に継承した「環境基本法」

を制定し、翌年の12月には、本法に基づいて環

境基本計画を策定するなど、新たな環境行政へ

の取組を始めています。

　岡山市でも、市民生活に密着した行政を担う

立場から、このような環境問題を取り巻く状況

の変化に対処するため、平成10年３月、今後の

岡山市における予見的・総合的な環境関連行政

を効率的に進めるための指針とすることや、行

政・市民・事業者がそれぞれの役割分担に基づき、

協働して取り組んでいくための指針となること

をめざして、「岡山市環境基本計画」を策定しま

した。また、平成11年５月に岡山市公害審議会

からの答申を受けて、平成12年３月、「岡山市の

環境保全と創造に関する施策推進の方向性を明

確にし、その制度的な枠組みを整備するとともに、

今後の施策推進に当たっての必要事項」を定め

た「岡山市環境保全条例」を制定しました。令和

７年３月には、「岡山市環境保全条例」から、環

境の保全に関する基本理念や施策の基本となる

環境基本条例相当の規定を独立させ、新たに「岡

山市環境基本条例」を制定しました。

（４）今日の環境問題と課題
　①　自然環境の保全と回復
　岡山市は市域の約７割が自然的な土地利用で

あり、河川や池沼等も多く、市内には、環境省

から「絶滅の恐れのある野生生物の種のリスト」

に掲載されている種が100種を超えるなど、岡山

市には、人口約70万人の都市としては稀にみる

ほどの多様な生きものたちが生息できる環境が

残されています。

　しかし、岡山市においても、近年の社会経済

活動の変化や都市化の進行等により、これらの

野生生物の生息環境が急速に失われる傾向にあ

ります。

　特に、岡山市の希少野生生物等の生息地域は、

一般に里地や里山等と呼ばれる地域で、人間活

動との関わりの中で形成されてきた「二次的自

然環境地域」ですが、このような地域の保全に

ついては、「保護地域化」等の従来の自然保護手

法では限界があるため、その保全対策の確立が

急務となっています。

　また、市街地内の水辺や緑地など、暮らしの

場所に近いところの身近な自然も失われる傾向

にあり、日常生活との調和をとりながら、それ

らの良好な自然環境を守り育てていくことが必

要です。

　②　快適な環境の創出
　岡山市は、なだらかな山並みや田園、大小の

河川や海岸、足守などの古い町並み、古代吉備

文化以来の多くの歴史的遺産、緑豊かな社寺林

や公園緑地等の個性的で多様な風景が見られま

すが、近年の都市化の進展等に伴いこれらの景

観が失われる傾向にあります。

　また、市民の暮らしの近くにある水路や並木、

竹やぶなどをはじめ、伝統行事や鳥・虫の声な

ども市民が地域に愛着を持ち、地域ごとの特色

ある環境づくりを進めるうえで、貴重な環境資

源となっています。
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— Ⅰ 環境の概況 —

　このため、長い年月をかけて育まれてきた地

域の自然や歴史的遺産などの美しい風景を守る

ことはもとより、今後は、行政・市民・事業者

等が一体となって身近な環境資源を守り育て、

岡山らしい良好な景観を新たにつくり出してい

くことも重要な課題となっています。

　特に、岡山市では、旭川や吉井川、笹ヶ瀬川

等の河川をはじめ、国立公園に指定されている

瀬 戸 内 海、3,000km を 超 え る 水 路 や1,000を 超

えるため池等の多様で豊かな水辺があり、岡山

市の貴重な環境資源の一つとなっており、これ

を生かし、さらに快適なものとしていくために、

水質保全対策や水辺の再生に取り組んでいくこ

とが必要です。

　③　すべての主体による環境負荷の低減
　岡山市では、自動車による大気汚染や幹線道

路沿いでの騒音、児島湖や市街地周辺中小河川

等での主に生活排水による水質汚濁、過密な住

環境や住工混在による騒音や悪臭、カラオケ公

害等の「都市・生活型公害」とよばれる公害問

題が大きくなってきています。

　また、廃棄物量の増大や不法投棄、産業廃棄

物の不適正処理等の「廃棄物問題」や、「身近

な自然の減少」などの地域の環境問題をはじめ、

ダイオキシン類・環境ホルモン等の有害化学物

質問題は社会問題化しており、さらに、地球温

暖化や生物多様性の保全等は、人類の生態系の

存続そのものに深刻な影響を及ぼす重大な問題

となっています。

　このような問題の多くは、現代の通常の社会

経済活動や私たちのライフスタイルそのものに

起因しており、市民の生活環境の保全はもとよ

り、地球環境保全等の意味からも、私たち一人

ひとりが資源やエネルギーを大量に消費し、大

量の廃棄物を排出する従来型の都市活動を見直

し、環境への負荷のより少ない生活の実践に取

り組むことが求められています。

　このためには、社会経済活動が営まれる各段階、

各局面に環境配慮を織り込み、社会の仕組みそ

のものを転換させるとともに、それを支える環

境意識の高まりを促していくことが必要です。
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岡山市
環境総合審議会

岡山市
公害対策審議会

岡山市
自然環境保全審議会

岡山市
環境影響評価審議会

17名

９名

９名

10名

実　　　　　　績

開催日 主　な　議　題

令和6年5月29日

令和6年10月25日

令和7年3月4日

令和6年6月27日

令和7年3月10日

令和6年8月22日

令和6年12月17日

令和7年3月3日

審議会 委員会

岡山市環境保全条例の改正及び岡山市環境基本条例の制定について

岡山市環境保全条例の改正及び岡山市環境基本条例の制定について

（仮称）第３次岡山市環境基本計画の骨子案について

PFOS・PFOAの調査について

有機フッ素化合物に係る調査について

（1）（仮称）生物多様性おかやまプランの策定について
（2）アルゼンチンアリの防除について

（仮称）生物多様性おかやまプランの策定について

（仮称）生物多様性おかやまプランの策定について

開催されませんでした。

表２　各審議会の開催実績等
（令和６年度実績）

Ⅱ  総合的な環境保全施策の推進

環境保全のための組織1

— Ⅱ 総合的な環境保全施策の推進 —

（１）　環境の保全に関する審議会
　環境の保全に関する基本的事項の調査審議を行

うため、平成23年度から、岡山市環境保全条例の

改正により、これまでの「岡山市環境保全審査会」

に替わり、「岡山市環境総合審議会」、「岡山市公

害対策審議会」、「岡山市自然環境保全審議会」を

設置しました。現在、これらの審議会設置に関す

る事項は、令和７年３月制定の岡山市環境基本条

例に規定されています。また、平成30年度から岡

山市環境影響評価条例に基づき、「岡山市環境影

響評価審議会」を設置しました。

　①　岡山市環境総合審議会
　環境基本計画に関すること、環境の保全に係る

新たな制度のあり方に関すること等について審議

します。

　②　岡山市公害対策審議会
　環境汚染物質の監視並びに大気汚染、水質汚

濁その他の公害事象の防止対策に関すること、

環境中における未規制・有害化学物質の健康影

響及び安全性の評価に関すること等について審

議します。

　③　岡山市自然環境保全審議会
　生物多様性地域戦略、生物多様性保全基本方針

等に関すること、自然環境保全地区の指定及び「身

近な生きものの里」の認定等に関すること等につ

いて審議します。

　④　岡山市環境影響評価審議会
　岡山市環境影響評価条例に定める環境影響評価

等に関する事項について審議します。

表２　各審議会の開催実績等
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図５　庁内調整組織構成図

（令和７年４月１日現在）

岡山市環境基本計画推進本部（本部長：市長　副本部長：副市長（環境局担当））

代表幹事：環境局部長
政策企画課長をはじめとする関係21課

岡山市環境基本計画推進本部幹事会

推進指導員連絡会議

各局等の主管課長で構成

各局温暖化対策推進委員会

局長、局内各課長で構成岡山市アスベスト対策部会

アスベストに関する情報の
共有化と対策の検討

各局の環境保全行動指針の策定､
各局内における環境保全行動の
点検・評価、見直し等を行う。

（環境保全行動計画の推進に関する事項）

副市長（環境局担当以外）　理事（交通政策担当）　危機管理監　政策局長　総務局長　
財政局長　市民協働局長　北区長　中区長　東区長　南区長　スポーツ文化局長　
保健福祉局長　保健福祉局健康衛生担当局長　岡山っ子育成局長　環境局長　
産業観光局長　産業観光局産業政策担当局長　都市整備局長　都市整備局都市・
公園担当局長　下水道河川局長　会計管理者　消防局長

— Ⅱ 総合的な環境保全施策の推進 —

（２）　庁内調整組織
　①　岡山市環境基本計画推進本部
　岡山市の環境関連計画・関連事業に方向性を与

える基本計画として位置づけられる岡山市環境基

本計画（平成10年３月策定）のもとに、岡山市の

　②　岡山市環境基本計画推進本部幹事会
　岡山市環境基本計画推進本部の所掌事項（計画

の効果的な推進及び進行管理に関すること、環境

に関する各種施策・事業の総合的な調整に関する

環境行政を総合的かつ計画的に推進することを目

的に平成10年６月16日、岡山市環境基本計画推進

本部設置規程に基づき設置されました。構成は図

５のとおりです。

こと、その他環境行政の推進に関し、必要と認め

られる事項）の円滑な推進を図るため、関係課長

等をもって岡山市環境基本計画推進本部設置規程

により設置されています。

図５　庁内調整組織構成図
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環境保全対策２

（１）  岡山市環境基本条例・岡山市環境保全条例
　岡山市は、昭和48年に「岡山市公害防止条例」

を制定し、国、県等の各種公害規制に関する規定

を踏まえ、地域生活に直結するレベルの行政を担

う岡山市の立場から、きめの細かい環境保全行政

を進めてきました。

　しかし、今日の環境問題の多くは、わたしたち

の日常生活や通常の事業活動が原因となっており、

その蓄積が、身近な環境はもとより、地球規模の

環境問題として、人類の生存基盤そのものを脅か

し始めています。

　わたしたちには、良好な環境の中で、健康で快

適な生活を営む権利と恵み豊かな環境を将来の

世代に引き継ぐために環境を保全する責務があ

り、そして、これに基づき、市民、事業者、行政

のすべての人々は、地域の環境を守り育てることが、

地球環境の保全につながることを理解し、身近な

ところから環境にやさしいまちづくりに取り組む

必要があります。

　そこで、岡山市では、このようなまちづくりの

実現をめざして、従来の岡山市公害防止条例を発

展させ、新たに岡山市環境保全条例を定め、平成

12年６月５日から一部施行しました。（全面施行

は平成13年４月１日）また、令和７年３月には、「岡

山市環境保全条例」から、環境保全に関する理念

や施策の基本となる環境基本条例相当の規定を独

立させ、新たに「岡山市環境基本条例」を制定し

ました。

（２）�第 ２ 次 岡 山 市 環 境 基 本 計 画・ 地 球 温 暖 化　　 
対策実行計画

　平成10年に策定した岡山市環境基本計画（2005

年（平成17年）３月改訂）の計画期間が平成22年

度で終了となったことから、その成果や課題、現

在の社会情勢等を踏まえて、岡山市の環境の保全

と創造に関する施策を総合的・計画的に推進する

ため平成24年３月に第２次岡山市環境基本計画を

策定しました。

　この計画は、環境に関する都市づくりの方向性

をより具体的に明確にするとともに、市民・事

業者・行政等の役割を示すことで、協働して目

標の実現に向けて取り組んでいくことをめざし

ています。令和７年度を目標年度としており、「岡

山市環境保全条例」に基づき策定しました。

　また、「地球温暖化対策の推進に関する法律」

の平成20年度改正により「地球温暖化対策地方

公共団体実行計画（区域施策編）」の策定が義務

づけられたことから、岡山市地球温暖化対策実

行計画（区域施策編）（以下「実行計画」という。）

を策定しました。この計画では、温室効果ガス

排出量の削減目標を設定し、その目的を達成す

るため具体的な行動指針を示しており、第２次

岡山市環境基本計画を踏まえた、地球温暖化対

策分野での個別計画としても位置づけられてい

るものです。

　その後、国の「第４次環境基本計画」、「生物

多様性国家戦略2012-2020」、「第三次循環型社会

形成推進基本計画」等が示されたことを踏まえ、

両計画を平成28年度に改訂し、令和３年度には、

国の「第五次環境基本計画」、「気候変動適応計

画」、「第四次循環型社会形成推進基本計画」等

を踏まえ見直しを行いました。

　各々の計画の概要は、下記のとおりです。

　①　第２次岡山市環境基本計画（改訂版）
　ア．計画の目的・位置づけ

　　�　目標年度を令和７年度までとし、環境保全

施策にかかる基本理念、望まれる環境像、基

本方針、施策体系を定めています。最上位計

画「岡山市第六次総合計画」を踏まえた岡山

市の環境保全施策を策定するものであり、岡

山市環境保全条例に基づき、岡山市の環境の

保全と創造に関する施策を総合的・計画的に

推進するために策定したものです。

　イ．計画策定の基本方針

　　�　目標とその実現に必要な施策の関係を分か

りやすくすることで、市民と目標・施策を共

— Ⅱ 総合的な環境保全施策の推進 —
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有し推進できる計画としています。また、市

民・事業者・行政の役割を示し、協働して取

り組んでいくための行動指針となることをね

らいとしています。

　ウ．環境像と環境目標

　　�　低炭素・循環型社会の推進や、市民一人ひ

とりが地球環境や将来世代に配慮した行動を

実践することで、環境負荷の少ない持続可能

な社会づくりを進め、多様な自然環境と調和

した豊かな暮らしを将来世代に引き継ぐ都市

をめざすものとし、めざす環境像を「豊かな

自然と調和した持続可能なまち岡山」としま

した。

　　�　また、その環境像を、より具体的にめざす

目標として以下の４つの環境目標を掲げてい

ます。

　　・�市民協働による環境づくりと快適な都市環

境が実現しているまち

　　・�豊かな自然環境の保全と共生が実現してい

るまち

　　・�賢い選択による低炭素化と地球にやさしい

活動が実現しているまち

　　・�安全な生活環境と循環型社会が実現してい

るまち

　エ．リーディングプロジェクト

　　�　多くの主体が関わることができ、テーマ性

と実施の効果が高く、岡山市の地域特性と独

自性を活かした展開を図るべき施策をリーデ

ィングプロジェクトとして位置づけ、計画の

目標実現を効果的に先導していきます。岡山

市が取り組むべき環境施策等を踏まえて、「ま

ち」と「ひと」と「里山」に焦点を当てた以

下の３つのリーディングプロジェクトを設定

しました。

　　・�エコまちなか推進リーディングプロジェク

ト

　　・�自然・環境・文化交流推進リーディングプ

ロジェクト

　　・�自立分散型社会推進リーディングプロジェ

クト

　②　岡山市地球温暖化対策実行計画（改訂版）
　ア．計画の目的・位置づけ

　　�　温室効果ガスの排出抑制に向けた総合的か

つ計画的な取組を推進していくため、市民・

事業者・行政等の具体的な行動指針を示して

います。また、第２次岡山市環境基本計画（改

訂版）の４つの環境目標のうちの１つ「賢い

選択による低炭素化と地球にやさしい活動が

実現しているまち」の実現のため、「緩和策」

と「適応策」の両面で、地球温暖化対策をよ

り具体的に示した計画として位置づけられま

す。

　イ．温室効果ガス排出量の削減目標

　　�　国の施策との整合、国と市の温室効果ガス

排出特性の類似性などを考慮し、温室効果ガ

ス削減目標は2030年度（令和12年度）の温

室効果ガス削減量が国と同等となる2013年度

（平成25年度）比46％削減をめざすことを前

提として、温室効果ガス排出量の削減目標を

次のとおり設定しました。

【温室効果ガス排出量の削減目標】

　基準年度：2013年度

　短期目標（2020年度）：9.7％削減

　中間目標（2025年度）：27.9％削減

　　　　 　（2030年度）：46.0％削減

— Ⅱ 総合的な環境保全施策の推進 —
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図６　第２次岡山市環境基本計画及び
　　　岡山市地球温暖化対策実行計画の位置づけ

岡山市環境保全条例

第２次岡山市環境基本計画（改訂版）

岡山市地球温暖化対策実行計画（改訂版）

豊かな自然と調和した持続可能なまち　岡山

◆市民協働による環境づくりと快適な都市環境が
　実現しているまち

◆豊かな自然環境の保全と共生が実現しているまち

◆賢い選択による低炭素化と地球にやさしい活動が
　実現しているまち

◆安全な生活環境と循環型社会が実現しているまち

岡山市第六次総合計画
（後期中期計画）

温対法 気候変動適応法

地方公共団体実行計画
（区域施策編） 地域気候変動適応計画

〈環境像〉〈環境像〉

　ウ．環境目標と基本目標

　　�　市民や事業者一人ひとりが、地球上の一員

としての責任を持ち、常に環境負荷の低減に

配慮したライフスタイル・ビジネススタイル

や製品・サービスを選択する “ 賢い選択 ” が

実施される低炭素社会の構築をめざし、環境

目標を「賢い選択で　みんなで低炭素化する

まち　岡山市」としました。

　　�　この目標の実現に向け、以下の４つの環境

目標を掲げ、環境目標の実現に向けて取り組

んでいきます。

　　・暮らしと産業の低炭素化に取り組もう

　　・低炭素型まちづくりを進めよう

　　・協働して低炭素化に取り組もう

　　・気候変動への適応策を進めよう

（３）�環境保全に関する協定（公害防止に関する
協定）

　環境保全に関する協定は、法令等を補完し、あ

るいは法令等の基準より厳しい内容を定めること

等により、公害の未然防止や環境負荷の低減を図

るもので、岡山市環境保全条例第25条に規定し

ています。

　昭和48年以降、排水量や排ガス量が著しく多

い大規模事業所を対象として協定を締結し、必要

に応じ協定の見直し等を行っています。（表３参

照）

　また、環境保全に関する協定に準ずるものとし

て、公害の未然防止や環境負荷の低減を誓約した

環境保全に関する誓約書が提出されています。

（４）自然保護協定
　無秩序な開発を防止し、開発と自然環境保全と

の調和を図り、良好な生活環境の確保を目的とし

て、岡山県自然保護条例第34条に基づき、開発

事業者、岡山県、岡山市の３者で締結しているも

のです。10ヘクタール以上の工場敷地、ゴルフ場

及び住宅団地等の開発を対象として締結していま

す。

（５）開発行為の指導
　都市計画法、自然公園法及び岡山県自然保護条

例等に基づき工場、事業所・各種店舗及び住宅団

地等の開発行為に際し、各種申請及び届出時に公

害の未然防止対策や野生動植物生息地域の保全に

ついて適正な環境保全対策が図られるよう事前指

導しています。

　また、環境に著しい影響を及ぼす恐れのある大

規模な開発事業に対して適切な環境配慮を促すた

め、平成31年４月１日に岡山市環境影響評価条例

を施行しました。

図６　�岡山市環境基本計画及び地球温暖化
対策実行計画の位置付け

— Ⅱ 総合的な環境保全施策の推進 —
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㈱ 林 原 岡 山 第 二 工 場

協 同 組 合 岡 山 鋳 物 セ ン タ ー

日 本 エ ク ス ラ ン 工 業 ㈱ 西 大 寺 工 場

大 建 工 業 ㈱ 岡 山 工 場

D O W A I P ク リ エ イ シ ョ ン ㈱

㈱ ク ラ レ 岡 山 事 業 所

㈱ 岡 山 製 紙

ア テ ナ 製 紙 ㈱

ア テ ナ 製 紙 ㈱ 西 大 寺 工 場

独 立 行 政 法 人 国 立 印 刷 局 岡 山 工 場

テ イ カ ㈱ 岡 山 工 場

ヤ ン マ ー エ ネ ル ギ ー シ ス テ ム ㈱

D O W A エ レ ク ト ロ ニ ク ス 岡 山 ㈱

エ ヌ エ ス 日 進 ㈱ 虎 倉 最 終 処 分 場 、 ㈲ ナ オ イ 住 宅 建 設

田 村 砕 石 工 業 ㈱

㈲ 御 津 砕 石 工 業 所

大 日 本 印 刷 ㈱ 岡 山 工 場

内 山 工 業 ㈱ 御 津 工 場

メ タ コ ー ト 工 業 ㈱ 岡 山 工 場

阪 神 溶 接 機 材 ㈱ 岡 山 工 場

ア サ ゴ エ 工 業 ㈱ 御 津 工 場

ユ ニ バ ー サ ル 製 缶 ㈱ 岡 山 工 場

ロ イ ヤ ル デ リ カ ㈱ 岡 山 工 場

㈱ ユ ノ ス 、 ㈱ リ オ ラ

麒 麟 麦 酒 ㈱ 岡 山 工 場

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

S 50．  1．14

S 50．10．25

S 51．  3．15

〃　　

〃　　

〃　　

S 51．  7．24

〃　　

〃　　

〃　　

〃　　

H 12．  7．21

H 21．  2．19

S 63．12．19

H   8．10．21

H   9．  3．25

H   2．  5．25

H   4．  3． 6

H   6．  2．24

H   7．  3．29

H   7．11．13

H   5．12．  1

H 13．  9．20

H 16．11．  8

H 21．  3．12

№ 事 　 　 業 　 　 場 　 　 名 当初締結日

表３　環境保全に関する協定（旧公害防止に関する協定）一覧表

（令和７年３月31日現在）

表３　環境保全に関する協定  （旧公害防止に関する協定）  一覧表

— Ⅱ 総合的な環境保全施策の推進 —
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図７　大気測定局等の位置

国道53号

誕生寺川

宇甘川
御津

東岡山
南方

出石吉備

南輝
江並

興除

五明

西大寺

西祖

ブルーライン

国道２号

国道２号

国道180号

国道30号

県道岡山牛窓線

県道岡山倉敷線

（令和７年３月31日現在）

凡　　例

一般環境大気測定局

自動車排出ガス測定局

岡山市大気監視テレメータ室

岡山県環境保健センター

N

Ⅰ　大 気 環 境

大気汚染の現況1

— Ⅰ 大気環境 —

　大気汚染とは、工場・事業場等の固定発生源

や自動車などの移動発生源から排出される汚染

物質により大気が汚染される現象をいいます。

　岡山市の大気汚染の状況は、昭和40年代の産

業の発展と自動車の増加によって一時悪化しま

したが、その後の規制強化等の対策によって改

善されてきました。市内の主な発生源は工場群、

市街地を中心としたビル群と自動車に大別され

ます。

　岡山市では、大気汚染の状況を把握するため、

一 般 環 境 大 気 測 定 局 （以下「一般局」という。）

９局、自動車排出ガス測定局２局の大気測定局

を設けて監視をしています。監視項目として、

二酸化硫黄、二酸化窒素、光化学オキシダント、

一酸化炭素、浮遊粒子状物質、微小粒子状物質

及び炭化水素等の16項目の測定を行っています。

測定データはテレメータシステムにより集められ、

大気汚染の状況を常時監視し、市民への周知や

汚染物質の削減指導等に利用しています。

　令和元年度に岡山市の北部地域に新設された

御津局は、令和２年度から評価の対象としてい

ます。

図７　測定局等の位置
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図８　二酸化硫黄の経年変化（年平均値）
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図９　二酸化窒素の経年変化（年平均値）
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　①　二酸化硫黄（SO2）
  【発生原因】

　二酸化硫黄は、主に工場・事業場で使用される

硫黄を含む燃料等（重油、軽油、石炭等）の燃焼

により排出されるほか、ディーゼル自動車等の移

動発生源やビル暖房等からも排出されます。

  【影響】

　濃度が高くなると呼吸器系器官に対して影響を

及ぼし気管支炎などを起こすほか、農作物や植物

を枯らすなどの被害が発生します。

  【令和６年度の状況】

　測定した６局の一般局全てにおいて環境基準（日

平均値：0.04ppm）を達成しました。

  【令和６年度の状況】

　測定した９局の一般局全てにおいて環境基準（日

平均値：0.06ppm）を達成しました。

　②　二酸化窒素（NO2）
  【発生原因】

　二酸化窒素は主には燃焼により発生します。窒

素は空気中に約80％含まれており、また石油な

どの燃料中にも含まれているため、工場や事業場、

自動車、家庭のコンロやストーブなどで燃料等を

燃焼させると、その過程で必ず窒素酸化物が発生

します。燃焼により発生する窒素酸化物のほとん

どは一酸化窒素が占めていますが、大気中を移動

する過程で大気中の酸素と反応して二酸化窒素に

変化します。

  【影響】

　濃度が高くなると粘膜を刺激し、のどや肺に対

して毒性を示します。また、光化学反応により発

生する光化学オキシダントの原因物質のひとつと

なっています。

　③　光化学オキシダント（Ox）
  【発生原因】

　光化学オキシダントは、工場・事業場の煙や自

動車の排気ガスなどに含まれる窒素酸化物や炭化

水素等が大気中に排出され太陽の強い紫外線を受

けることによって光化学反応してできる酸化性物

質の総称です。主な成分はオゾンで約80％を占め

ています。

  【影響】

　濃度が高くなると人体に対して目の刺激（チカ

チカ、流涙等）症状や、鼻やのどの粘膜刺激（の

どの痛み、息苦しさ等）症状等の健康被害が発生

することがあるほか、農作物等へ被害が生じるこ

ともあります。

  【令和６年度の状況】

　光化学オキシダントの情報の発令が１回、及び

注意報の発令が１回ありました（情報と注意報の

発令は同日）。

　また、測定した９局の一般局全てで環境基準（１

時間値が0.06ppm 以下）を達成することができま

せんでした。

図８　二酸化硫黄の経年変化  （年平均値）

図９　二酸化窒素の経年変化  （年平均値）
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表４　光化学オキシダント情報等発令回数
年　度 月・日 発令内容 発令時間

令和６年
情　報 13：10～16：10
注意報 16：10～17：30

平成27年

5.27 情　報 14：10～17：40
8. 1 情　報 12：40～16：50
8. 2 情　報 12：40～16：30

8. 4
情　報 12：10～13：10
注意報 13：10～16：10

8. 9 情　報 13：30～16：10

8.10
情　報 13：30～14：10
注意報 14：10～16：30

平成28年 8.14 情　報 13：30～15：10

平成29年
5.30 情　報 14：20～17：20

7.13
情　報 14：10～15：10
注意報 15：10～17：30

平成30年

5.27 情　報 13：20～14：30
7.14 情　報 14：10～16：10

7.18
情　報 13：10～14：10
注意報 14：10～16：10

8. 4 情　報 15：30～17：10

令和元年

5.24 情　報 12：10～16：10

5.25
情　報 12：10～16：10
注意報 16：10～19：30

5.26
情　報 14：10～16：10
注意報 16：10～19：10

令和２年

6. 4
情　報 14：10～16：10
注意報 16：10～19：10

6.23 情　報 15：10～18：10
8.18 情　報 16：10～18：10

8.20
情　報 15：10～17：10
注意報

注意報

17：10～18：10
8.24 情　報 14：10～17：20

令和３年 7.29 情　報 13：10～16：45

5.17

6.19

12：10～15：10
7.26 情　報 15：10～18：15

令和４年

令和５年

発令なし

図10　光化学オキシダントの経年変化
　　　（昼間の年平均値）
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図11　光化学オキシダントの経年変化
　　　（0.06ppmを超えた時間数）
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図12　浮遊粒子状物質の経年変化（年平均値）
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　④　浮遊粒子状物質（SPM）
  【発生原因】

　大気中に長期間浮遊している粒子状の物質のう

ち粒径がおおむね10マイクロメートル以下のもの

を浮遊粒子状物質といいます（マイクロ（μ）は

100万分の１の意味）。土砂の巻き上げ等自然現象

によるもののほか、石炭や石油燃料の燃焼過程で

発生するばいじん、粉じん、自動車排出ガスに含

まれる鉛化合物やカーボン粒子等が主なものとな

ります。

  【影響】

　一般には視程障害や植物の葉に付着して呼吸作

用等を阻害するほか、人体に対しては気道や肺に

沈着して呼吸機能に悪影響を及ぼすことがありま

す。

  【令和６年度の状況】

　測定した９局の一般局全てで環境基準（日平均

値：0.10mg/m3）を達成しました。

表４　光化学オキシダント情報等発令回数

図10　�光化学オキシダントの経年変化
（昼間の年平均値）

図12　浮遊粒子状物質の経年変化  （年平均値）

図11　�光化学オキシダントの経年変化
（0.06ppmを超えた時間数）
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図13　微小粒子状物質の経年変化
　　　（短期基準：日平均値の年間98%タイル値）
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図14　微小粒子状物質の経年変化
　　　（長期基準：年平均値）
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図15　非メタン炭化水素の経年変化
　　　（６～９時の年平均値）
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　⑥　非メタン炭化水素（NMHC）
  【発生原因】

　非メタン炭化水素はメタンを除いた光化学反応

性の炭化水素で、窒素酸化物とともに光化学オキ

シダント生成の原因物質とされており、有機溶剤

を使用する工場、自動車排出ガス、ガソリンスタ

ンド等の給油貯蔵施設などから発生します。

  【令和６年度の状況】

　環境基準は定められていませんが、光化学オキ

シダント生成防止に係る濃度レベルの指標となる

炭化水素濃度の指針値と比べると、令和６年度は

一般局において指針値の上限（0.31ppmC）を超

える日が出現しました。なお、年平均値は横ばい

となっています。

　⑤　微小粒子状物質（PM2.5）
  【発生原因】

　PM2.5とは、大気中に浮遊する小さな粒子のう

ち、粒子の大きさが2.5マイクロメートル以下の

非常に小さな粒子のことです。

  【影響】

　粒子が小さく肺の奥まで到達しやすいため、健

康影響が心配されています。

  【令和６年度の状況】

　環境基準には短期基準（日平均値35μg/m3以下：

年間98パーセンタイル値）と長期基準（年平均値

15μg/m3以下）があり、その両方を満足した場合

に環境基準を達成したと評価します。

　令和６年度は、短期基準、長期基準ともに測定

した６局の一般局全てで満足していました。

　また、岡山県では日平均値が暫定指針値（70μ

g/m3）を超過すると予想される場合に注意喚起を

行いますが、令和６年度末までに注意喚起が行わ

れた日はありませんでした。

 図13　微小粒子状物質の経年変化
（短期基準：日平均値の年間98%タイル値）

図14　微小粒子状物質の経年変化
　　　（長期基準：年平均値）

図15　非メタン炭化水素の経年変化
　　　（６～９時の年平均値）
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表５　情報・注意報等の発令基準と協力工場排出ガス量の削減率
硫   黄   酸   化   物 光   化   学   オ   キ   シ   ダ   ン   ト

発　令　基　準 二酸化硫黄 
削　減　率 発　令　基　準 窒素酸化物 

削　減　率

情 　 報 0.15ppm以上となり、継続す
るおそれがある場合

届出排出量の
20％以上

0.10ppm以上となり、継
続するおそれがある場合

届出排出量の
20％以上

注 意 報 0.20ppm以上である状態が、
３時間継続した場合

届出排出量の
20％以上

0.12ppm以上となり、継
続するおそれがある場合

届出排出量の
20％以上

第１次警報 0.24ppm以上となり、継
続するおそれがある場合

届出排出量の 
30％以上

第２次警報 0.50ppm以上である状態が、
３時間継続した場合

届出排出量の 
80％以上

0.40ppm以上となり、継
続するおそれがある場合

届出排出量の 
40％以上

表６　微小粒子状物質 (PM2.5) の注意喚起の実施について

対　象　局 対象時刻 １時間値の平均値 発令時刻
午前８時頃
午後１時頃

85μg/m3　超過
80μg/m3　超過

午前５時から午前７時まで
午前５時から正午まで

岡山県南部の一般局２局以
岡山県南部の一般局１局以上上

※岡山市は県南部に属します。
※次のいずれかに該当するときも、県全域に注意喚起が行われます。
　〇県南部あるいは県北部のいずれか一方の区域で注意喚起を行っていて、広域的な視点から他方の区域にも注意喚起
　　を行うと必要があると認められるとき　
　○県南部における一般局の１局、かつ、県北部における一般局の１局において、午前５時から午前７時までのPM2.5
　　の１時間の平均値が85μg/m3を超過したとき
※測定値が明らかに下降傾向である場合は、注意喚起を行いません。
※注意喚起は、当日の24時で自動解除となります。

大気汚染防止対策２

（１）工場・事業場の規制
　岡山市では大気環境基準等を達成・維持するた

め、「大気汚染防止法」をはじめ「岡山県環境への

負荷の低減に関する条例」や「岡山市環境保全条例」

に基づき、ばい煙発生施設、粉じん発生施設、揮

発性有機化合物排出施設、水銀排出施設等を設置

する工場や事業場に立入調査を行い、排出基準等

の遵守や適正な維持管理の指導を行っています。

（２）大気汚染緊急時対策
　大気の汚染が著しくなり人の健康又は生活環境

に被害が生じるおそれがある事態が発生した場合は、

その事態を解消するとともに人体等への被害を最

小限に抑えるため、岡山県では大気汚染緊急時対

策実施要綱を定めています。

　岡山市では「岡山市大気汚染防止夏期対策実施

要領」を定め、高濃度時の硫黄酸化物と光化学オ

キシダントについての情報を岡山県と協力して発

令し、硫黄酸化物、光化学オキシダント、浮遊粒

子状物質、一酸化炭素及び二酸化窒素の注意報・

警報については岡山県が発令し、市民や関係機関

へ周知し注意を促しています。また、大気汚染物

質削減協力工場等に対し、大気汚染物質の排出量

削減要請を行い、健康被害及び農作物被害の未然

防止に努めています。

（３）注意喚起情報
　PM2.5について、日平均値が70μg/m3（暫定指針

値)を超えると予測され、広範囲の地域にわたって

健康影響の可能性が懸念される場合に岡山県が注

意喚起を行います。連絡を受けた岡山市は市民に

周知し、保育園、学校や高齢者福祉施設などには

関係課を通じて連絡し注意を促します。

表５　情報・注意報等の発令基準と協力工場排出ガス量の削減率

表６　微小粒子状物質（PM2.5）の注意喚起の実施について
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悪臭の現況と防止対策３

（１）悪臭の現況
　悪臭とは人に不快感を与え生活環境を損なうお

それのあるにおいのことで、一般には、し尿臭や

動植物の腐敗臭、薬品臭等があります。また、多

くの人から好まれる食べ物や香水等のにおいでも、

においが強かったり、常時においのする状態が長

く続いたりすると、人によっては悪臭と感じるこ

とがあり、苦情につながる事例も見られます。

　岡山市に寄せられる悪臭苦情は、印刷業、飲食店、

食品製造業、産業廃棄物処分業等が発生源となっ

ています。

（２）悪臭防止対策
　悪臭は、人間の嗅覚が敏感なうえに個人差があ

ることや、通常、多くの原因物質を含む複合臭で

あることもあり、一律に規制することが難しい公

害です。このことから、平成18年６月１日より、

分析機器により測定する「特定悪臭物質濃度規制」

から、人の嗅覚を利用した「臭気指数規制」に変

更しました。なお、変更後に合併し、新たに岡山

市の区域になった建部支所管内及び瀬戸支所管内

については、従前どおりの規制方法となります（※

建部支所管内：規制地域に指定していない、瀬戸

支所管内：特定悪臭物質濃度規制）。

— Ⅰ 大気環境 —
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表７　有害大気汚染物質等環境調査結果（年平均値）
単位：μg/m3

物　　　質　　　名 南輝小学校 陵南小学校 環境基準等※2

１ アクリロニトリル

アセトアルデヒド

塩化ビニルモノマー

塩化メチル

クロム及び三価クロム化合物

六価クロム化合物

クロロホルム

酸化エチレン

1,2-ジクロロエタン

ジクロロメタン

水銀及びその化合物

ダイオキシン類※1

テトラクロロエチレン

トリクロロエチレン

トルエン

ニッケル化合物

ヒ素及びその化合物

1,3-ブタジエン

ベリリウム及びその化合物

ベンゼン

ベンゾ（ａ）ピレン

ホルムアルデヒド

マンガン及びその化合物

0.018

1.3

0.011

1.6

0.0033 

0.00013 

0.16

0.032

0.10

0.66

0.0016

0.014

0.069

2.5

0.0036

0.0012

0.034

0.0000034

0.60

0.00019

1.7

0.036

0.010

1.0

0.006

1.5

0.0025 

0.00014 

0.16

0.033

0.10

0.69

0.0013

0.016

0.018

3.5

0.0019

0.0010

0.029

0.0000034

0.52

0.00014

1.8

0.020

（2）

（120）

（10）

（94）

－

－

（18）

－

（1.6）

150 

（0.04）

200 

130

－

（0.025）

（0.006）

（2.5）

－

3 

－

－

（0.14）

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

１１

１２

１３

１４

１５

１６

１７

１８

１９

２０

２１

２２

２３

※1　別途調査、別掲  
※2　（    ）内の数値は指針値  
※　測定回数は毎月１回  

その他の大気環境問題４

（１）有害大気汚染物質等
　有害大気汚染物質は、大気汚染防止法で「継続

的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれ

がある物質で大気の汚染の原因となるもの（ばい

煙、特定粉じん及び水銀等を除く。）」とされてい

ます。このうち人の健康に係る被害を防止するた

めに早急に排出抑制をしなければならない23物質

が優先取組物質として指定されました。岡山市で

は、そのうち環境基準が定められているベンゼン、

ジクロロメタン、トリクロロエチレン、テトラク

ロロエチレンの４物質を含む22物質について、南

輝小学校及び陵南小学校で毎月１回モニタリング

調査を実施し、大気環境中の汚染の状況を把握し

ています。平成30年度からは、大気汚染防止法改

正により、水銀等が有害大気汚染物質から除かれ

ましたが、水銀等による大気の汚染の状況を把握

することは重要であるため、引き続き監視を行っ

ています。

表７　有害大気汚染物質等環境調査結果  （年平均値）

※１　クロム及びその化合物として測定　　　　※２　別途調査、別掲
※３　（　）内の数値は指針値
※　測定回数は毎月１回
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　令和６年度は調査した南輝小学校・陵南小学校

の２地点ともに、全ての物質で環境基準及び指針

値を下回っていました。

（２）酸性雨
　酸性雨とは、工場や自動車等から排出された硫

黄酸化物や窒素酸化物が上空で移動する間に水や

酸素と反応し、酸性をおびた降雨のことです。通

常は大気中の二酸化炭素が溶け込んで弱酸性とな

っていることから pH5.6以下の雨を酸性雨といい

ます。

　岡山市では酸性雨の実態を把握するため、平成

３年度から南輝測定局及び西大寺測定局の２地点

で、平成13年度から22年度までは南輝測定局で、

平成23年度からは水道局水質試験所（北区三野一

丁目）で調査を行いました。31年間にわたる調査

の結果、pH の値は4.6～5.1の範囲で安定しており、

酸性雨による被害報告も無かったことから、本調

査は令和３年度をもって終了しました。

（３）アスベスト対策
　環境大気中のアスベスト濃度について、平成６

年度から経年的に調査を実施しています。令和６

年度は計３地点６箇所で調査を行い、いずれの地

点においても高い濃度はみられませんでした。

　令和６年度は吹付け等の飛散性の高いアスベス

トが使用されている建築物その他の工作物を解体・

改造又は補修する作業（以下「解体等工事」とい

う。）について届出が144件あり、「立入調査」、工

事業者からの「環境測定結果の報告」、「記録の確

認」等により作業基準が守られていることを確認

しました。

　また、解体等工事を行う際に必要とされている

アスベストの有無に係る事前調査について、一

定規模以上の解体等工事においては、令和４年４

月１日から、その調査結果の報告が義務づけされ、

令和６年度は5,753件の報告を受け付けました。
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図16　公共用水域水質測定地点
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図17　COD濃度の経年変化（湖心の75％値）
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図18　全窒素濃度の経年変化（湖心の年度平均値）
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　岡山市では、水質汚濁防止法に基づき岡山県が

「公共用水域及び地下水の水質測定計画（以下「水

質測定計画」という。）」に定めた地点において、公

共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監

視するため水質分析を実施しています。また、水質

測定計画に定めのない主要な河川・用水路の地点に

おいても同様に水質分析を実施し補完することで、

全市域の水質の状況を監視しています。

　令和６年度の河川の水質については、水質汚濁の

状況を評価する上で重要な指標となる BOD（生物

化学的酸素要求量）が、環境基準点及び環境基準補

助点を含め全ての調査地点で環境基準を達成して

いました。

　湖沼・海域の水質については、COD（化学的酸

素要求量）で環境基準が設定されていますが、児島

湖、児島湾では依然として環境基準の適合率の低い

状況が続いています。

　健康項目については、河川、湖沼、海域の全水域

で環境基準を達成しています。

　児島湖の COD 及び富栄養化の目安ともいえる全

窒素（T-N）と全りん（T-P）については、環境基

準がそれぞれ5.0mg/L、1.0mg/L、0.10mg/L のとこ

ろ、7.4mg/L、1.2mg/L、0.19mg/L であり、それぞ

れ環境基準を上回っていましたが、近年では横ばい

の状況が続いています。

— Ⅱ 水環境 —
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図19　全りん濃度の経年変化（湖心の年度平均値）
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水質保全２

（１）規制の枠組み
　①　水質汚濁防止法による規制
　水質汚濁防止法では、公共用水域及び地下水の

汚濁を防止するため、規制対象施設（特定施設）

を設置している工場・事業場（特定事業場）に対

して、施設の設置の届出、排水基準及び構造基準

の遵守、有害物質の地下浸透の禁止、排出水の自

主測定及び漏えい等の定期点検の義務について規

定しています。

　また、特定事業場からの排出水について、岡山

県は条例により国が定める基準（一律基準）より

も厳しい基準（上乗せ排水基準）を定めて、岡山

市を含む全県域で規制をしています。

　さらに、児島湖流域においては、窒素及びりん

の上乗せ排水基準を設けて規制しています。

　特に、日平均排水量が50m3以上である特定事業

場については、COD、全窒素及び全りんの総量規

制基準が適用され、排水処理水などの特定排出水

（冷却水を除く排水）の水量及びその濃度を、排

水量規模に応じた頻度で測定することが義務付け

られており、特に一日当たりの平均的な排水量が

400m3以上の特定事業場は機器により連続測定する

こととされています。

　②　瀬戸内海環境保全特別措置法による規制
　瀬戸内海環境保全特別措置法では、日最大排水

量が50m3以上である特定事業場（下水道終末処理

施設など一部を除く。）が特定施設を設置（変更）

する場合は、環境影響評価を実施し、許可申請を

行うことになっています。

　特に、汚濁負荷量が増加する場合には、詳細な

環境影響評価を実施することとされており、汚濁

負荷量の削減を図るため高度処理施設の導入など

適正な処理施設の整備等について指導しています。

　③　湖沼水質保全特別措置法による規制
　児島湖が昭和60年12月、湖沼水質保全特別措置

法による指定湖沼に指定されたことに伴い、日平

均排水量が50m3以上の湖沼特定事業場には、COD、

全窒素及び全りんに係る汚濁負荷量規制基準が適

用されています。

　また、小規模畜舎なども指定施設として、構造

及び使用の方法等に関する届出が義務付けられて

います。

　④　�岡山県環境への負荷の低減に関する条例に
よる規制

　岡山県環境への負荷の低減に関する条例では、

水質汚濁防止法で規制されていない業種のうち、

比較的汚濁負荷の高い業種を対象に特定施設を指

図19　全りん濃度の経年変化  （湖心の年度平均値）
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表９　水質汚濁防止法に基づく立入調査件数

立入調査内容 立入調査件数

特定事業場採水に係るもの 203

25

21

4

16

269

有害物質使用特定施設に係るもの

苦情調査に伴うもの

事故等に伴うもの

その他

　計

表８　法律及び条例に基づく規制対象事業場数

規制対象事業場数 うち総量規制対象事業場数

瀬戸内海環境保全特別措置法 74

972

73

68

65

-

水質汚濁防止法（※）

岡山県環境への負荷の低減に関する条例

※瀬戸内海環境保全特別措置法分は除外している。

（２）特定事業場等の立入調査・指導
　水質汚濁防止法、瀬戸内海環境保全特別措置法

及び岡山県環境への負荷の低減に関する条例に基

づく特定事業場を対象に立入調査を実施し、特定

施設の設置状況の確認、排水処理施設の適正な維

持管理の指導を行っています。

　また、排水基準が適用される特定事業場につい

ては、立入調査にあわせて排水の採水を行い、排

水基準監視を行っています。立入調査の結果、排

水基準の違反などが確認された場合には、その違

反原因の究明や改善対策について報告を求め、違

反が再発しないよう指導を行っています。

　さらに、総量規制基準が適用される特定事業場

については、前年度１年間分の汚濁負荷量の結果

を徴収しています。

定し、排水基準を設けて規制しています。

　特に、児島湖流域については、水質汚濁防止法

の規制対象規模未満の飲食店などを特定施設に追

（３）児島湖の環境保全対策
　児島湖の水質を改善するため、湖沼水質保全特

別措置法に基づき岡山県が令和４年３月に策定し

た第８期湖沼水質保全計画により諸施策を総合的、

計画的に推進しています。

　①　児島湖クリーン基金の交付
　流域住民の水質浄化意識の高揚を図るとともに、

地域特性に応じたきめ細かな水質浄化実践活動を

支援していくことを目的とした「公益財団法人児

島湖流域水質保全基金」（児島湖クリーン基金）が

設立されています。この基金の運用益で地域住民

などが実施する環境美化推進実践活動などについ

て助成がなされています。令和６年度は市内にお

いて９件の助成金の交付を行いました。

　②　�児島湖流域環境保全推進ポスターコンクー
ル及びポスター展

　児島湖流域環境保全意識の高揚と実践活動への

取組みの契機とするため、岡山県を事務局として、

児島湖の水質浄化をテーマとした環境保全ポスタ

ーを児島湖流域内の市町村を対象に小学校の児童

及び中学校の生徒からポスターを募集しています。

応募作品のうち、入賞・入選作品については、児

島湖流域環境保全推進ポスター展において展示を

行っています。令和６年度は令和６年11月２日（土）

にイオンモール岡山（北区下石井）のイベントス

ペースで開催しました。

　令和６年度の岡山市分の応募数は225点でした。

加し、窒素及びりんも項目に加えて排水基準を設

けて規制しています。

表９　水質汚濁防止法に基づく立入調査件数

表８　法律及び条例に基づく規制対象事業場数

※瀬戸内海環境保全特別措置法分は除外している。
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小学生の部では、岡山市立石井小学校３年 濵﨑心

翔さんが、中学生の部では、県立岡山大安寺中等

教育学校２年 谷岡昴さんが、岡山市長賞に入賞さ

れました。

　③　 児島湖流域清掃大作戦
　児島湖流域の環境保全を推進していくことを目

的に、毎年９月から11月までを「児島湖流域環境

保全推進期間」と定め、この期間の主要行事とし

て一斉清掃を行っています。岡山市では児島湖流

域の用水のうち、市内中心部にある西川緑道公園

周辺で実施しており、清掃美化活動の推進により、

「ポイ捨て防止」等の啓発とともに水環境への意識

の高揚を図っています。令和６年度は、11月３日

（日）に下石井公園を会場に、西川用水、枝川用水、

大供三股用水及びその周辺で清掃を実施し、260人

が参加しました。

（４）生活排水対策
　平成３年７月に岡山市（合併前の旧岡山市）全

域が水質汚濁防止法の規定に基づく「生活排水対

策重点地域」に指定されたことに伴い、平成４年

３月に「岡山市生活排水対策推進計画」を、また、

合併前の旧灘崎町も平成５年５月に同地域に指定

されたことに伴い、平成７年３月に「灘崎町生活

排水対策推進計画」をそれぞれ策定しました（以

下両者合わせて「前計画」という。）。その後、前

計画に基づき快適な水環境づくりをめざし、生活

排水処理施設の整備や生活排水対策に係る啓発な

どを推進しました。その結果、市内の河川の多く

は水質環境基準を達成しましたが、依然、一部の

河川や児島湖、児島湾においては未達成の状況が

続いています。

　平成29年３月には、さらなる生活排水対策の取

り組みを推進していくため、「岡山市生活排水対策

推進計画（第二期）」を策定し、生活排水対策行政

のさらなる推進を図っています。

（５）瀬戸内海の環境保全対策
　瀬戸内海の水質を改善するため、瀬戸内海環境

保全特別措置法及び水質汚濁防止法に基づく第９

次の総量削減計画により、COD、全窒素及び全り

んの排出状況の調査及び削減指導を実施しています。

　瀬戸内海における自然海浜が各種開発により減

少する傾向にあることから、こうした自然海浜を

できるだけ海水浴等の利用に好適な状況で保全す

るため、瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく岡

山県自然海浜保全地区条例が定められ、宝伝海岸

が自然海浜保全地区に指定されています。毎年、

清掃が実施され、快適な状況に保つための保全活

動が行われています。

（６）水浴場水質調査
　令和５年度をもって宝伝海水浴場及び犬島海水

浴場が廃止されたため、水質調査を終了しました。

（７）おまちアクアガーデンの水質検査
　おまちアクアガーデンの地下水について、定期

的に水質検査を実施しています。

（８）水質事故への対応
　水質事故への迅速な対応や水質保全、水質事故

の未然防止を図ることを目的として、国、岡山県、

広島県、流域市町村、消防組合及び水道企業団と

岡山三川の水質及び水質事故発生状況を情報共有

し、水質事故時の迅速な対応を図る「岡山三川水

質汚濁防止連絡協議会」に加入しており、流水の

正常な機能の維持を図ること及び事故の未然防止

対策に努めることを目的に、研修会及び事故時の

連絡伝達訓練等に参加しています。

（９）有機フッ素化合物に関する対応
　有機フッ素化合物である PFAS（ペルフルオロ

アルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物）

のうち、PFOS 及び PFOA について公共用水域での

水質分析を実施し、市内の状況を把握しています。

　また、国が定める指針値を超過していた一部の

地域では、飲用によるばく露の防止、追加調査、

継続的な監視調査を実施しています。
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公共下水道の整備３

（１）下水道整備の推進
　岡山市では快適な生活環境の確保と公共用水域

の水質の保全を図るため、昭和27年から下水道整

備をおこなってきました。令和６年度末の全市人

口に対する下水道処理人口普及率は、69.3％とな

っており、未だに多くの市民が汚水処理施設を利

用できない状況にあります。近年、物価高騰など

社会情勢の変化により事業費は増大傾向にありま

すが、良好な水環境を守るため、効率的・効果的

な下水道整備を推進していきます。

（２）下水の高度処理の推進
　岡山市内には、旭川、吉井川の一級河川をはじ

めその他の中小河川が縦横に流れており、これら

の河川水は閉鎖性水域である児島湖及び児島湾に

流れ込んでいます。

　児島湖流域については、水質汚濁防止法・湖沼

水質保全特別措置法に基づき、下水道処理施設

からの放流水に対し、非常に厳しい濃度規制と

COD・窒素・りんの総量規制が適用されています。

また、児島湾も、濃度規制と COD・窒素・りんの

総量規制が適用されています。そのため、岡山市

のほとんどの下水道処理施設では、通常の二次処

理に加え、栄養塩類である窒素やりんの除去を行

う高度処理を行っています。

　しかしながら、近年の瀬戸内海における養殖ノ

リの色落ち等の課題を踏まえ、岡山県では平成29

年度に児島湾での下水道業における窒素・りんの

総量規制基準を緩和する見直しが行われました。

　こうしたことから、児島湾に放流を行っている

岡東浄化センターでは、平成30年度より、水環境

中の栄養塩のバランスを適切に保ちつつ、豊かな

海の実現を目的として、ノリ養殖時期である冬季

に窒素・りんの除去を抑制する能動的（季節別）

管理運転を実施しています。
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建部浄化センター
たけ  べ  じょう  か

御津中央浄化センター
み　 つ ちゅうおうじょう  か

足守浄化センター
あし もり

児島湖浄化センター（岡山県管理）
こ  じま  こ  じょうか

岡東浄化センター
こう とうじょう か

吉井川浄化センター
よし  い  がわじょう  か

中原浄化センター
なか はらじょう  か

野々口浄化センター
の    の   くち じょう  か

瀬戸浄化センター
せ　 と  じょう  か

児 島 湖 処 理 区
御津中央処理区
建 部 処 理 区

足 守 処 理 区
岡 東 処 理 区
中 原 処 理 区

吉井川処理区
瀬 戸 処 理 区
野々口処理区

幹 線 管 き ょ
浄化センター
ポ ン プ 場

事業計画図

図20　岡山市公共下水道計画図  （汚水）
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表10　公共下水道汚水整備状況
（令和７年３月末）

区分 処　理　区 全　体　計　画 R６年度まで

処理区
域　内
面　積
（ha）

処理区
域　内
人　口
（人）

岡東処理区

児島湖処理区

芳賀佐山処理区

流通団地処理区

吉井川処理区

中原処理区

足守処理区

野々口処理区

御津中央処理区

建部処理区

瀬戸処理区

　　　 計

岡東処理区

児島湖処理区

芳賀佐山処理区

流通団地処理区

吉井川処理区

中原処理区

足守処理区

野々口処理区

御津中央処理区

建部処理区

瀬戸処理区

　　　 計

4,243.4 

7,192.8 

児島湖流域関連処理区へ統合

児島湖流域関連処理区へ統合

327.7 

岡東処理区へ統合

児島湖流域関連処理区へ統合

65.3 

170.4 

163.6 

岡東処理区へ統合

12,163.2 

188,190 

362,170 

児島湖流域関連処理区へ統合

児島湖流域関連処理区へ統合

6,470 

岡東処理区へ統合

児島湖流域関連処理区へ統合

1,310 

3,320 

2,700 

岡東処理区へ統合

564,160 

2,185.9

5,246.3

0.0

0.0

76.4

28.1

36.6

50.2

95.1

124.8

340.8

8,184.2

137,444

319,567

0

0

2,042

1,159

1,337

1,208

2,451

2,526

12,989

480,723

（３）  下水道汚泥の資源化への取組
　下水道の普及促進に伴い増加している下水汚泥

を安全かつ経済的に処理処分することはきわめて

重要です。

　岡山市では、資源の有効利用や循環型社会への

貢献という観点から下水汚泥のセメント資源化（下

水道から発生した下水汚泥をセメント原料の一部

にします。）を行っています。近年は、民間コン

ポスト業者による下水汚泥のコンポスト化、また、

一般可燃ごみと下水汚泥の混焼・灰溶融により生

成した溶融スラグを舗装材料に使用するなど再資

源化を図っており、今後も資源化・循環型社会へ

の取り組みを強化していきます。

表10　公共下水道汚水整備状況
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表11　終末処理場整備状況

処理場名 処理方式
処理能力（m3/日最大）

処理開始年月
全体計画 R６年度まで

※高度処理施設を有する処理場

岡東浄化センター※

吉井川浄化センター※

中原浄化センター※

足守浄化センター※

野々口浄化センター

御津中央浄化センター※

建部浄化センター

瀬戸浄化センター

ステップ流入式多段硝
化脱窒法＋凝集剤添加

嫌気・無酸素・好気活
性汚泥法＋凝集剤添加
＋急速ろ過

高度処理オキシデー
ションディッチ法＋凝
集剤添加

高度処理オキシデー
ションディッチ法＋凝
集剤添加＋急速ろ過

高度処理オキシデー
ションディッチ法

高度処理オキシデー
ションディッチ法＋凝
集剤添加

高度処理オキシデー
ションディッチ法

高度処理オキシデー
ションディッチ法

115,960

14池

4,650

2池

岡東処理区へ
統　　　　　合

児島湖流域関連
処理区へ統合

1,000

2池

1,800

2池

1,700

2池

7,575

3池

63,280

8池

2,325

1池

2,100

2池

1,000

1池

1,000

2池

900

1池

1,400

1池

7,575

3池

平成４年３月

平成14年５月

平成11年10月

平成16年３月

平成11年３月

平成17年３月

平成13年３月

平成６年12月

合併処理浄化槽設置整備事業４

（１）小型合併処理浄化槽の特長
　小型合併処理浄化槽は、家庭の生活排水（水洗

便所の汚水と台所・風呂・洗濯などの生活雑排水）

を各戸ごとに処理し、公共用水域に放流するもので、

その特長は、次のとおりです。

　①�　生活排水の汚れが10分の１以下に減り、き

れいな水を流すことにより、身近にある水路

などがきれいになります。

　②�　公共用水域に放流することにより、水路な

どの水量の確保につながります。

　③�　比較的狭いスペースにも設置できます。

　④�　設置工事の期間が短く、すぐに効果が発揮

できます。

　⑤�　補助金交付制度があり、交付条件に合えば

工事費用の負担が軽減されます。

表11　終末処理場整備状況

※高度処理施設を有する処理場
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表13　浄化槽設置基数の推移
（単位：基）

年　　　度

合併処理浄化槽

51人槽以上

50人槽以下

計

単独処理浄化槽

合　　計

R02　

739

36,909

37,648

27,653

65,301

R03　

710

37,232

37,942

24,355

62,297

R04　

677

37,714

38,391

23,356

61,747

R05　

697

38,183

38,880

22,981

61,861

R06　

699

38,817

39,516

22,653

62,169

表12　岡山市合併処理浄化槽設置整備事業に
　　　基づく補助基数

（単位：基）

年　　度

補助基数

R02

737

R03

729

R04

782

R05

668

R06

695

農業集落排水事業５

　本農業集落排水事業の目的は、汚水処理を進める

ことにより、公共水域の水質保全と農村の生活環境

の改善を図ることです。

　岡山市では、平成26年度までに三和・日応寺、小串、

菅野、富吉、田原、西祖、中牧、草ケ部・谷尻、山

上、国ヶ原、宇甘東、鹿瀬、湯須・十谷、紙工、吉

（２）�合併処理浄化槽設置整備事業に対する補助
金交付制度

　国が昭和62年度に合併処理浄化槽設置整備事業

を創設したことにより、岡山市も昭和63年度から

「岡山市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要

綱」に基づき、小型合併処理浄化槽の人槽ごとに

補助金額を定め、同要綱の条件に合う設置者個人

に対して補助金を交付しています。

　また、単独処理浄化槽や汲取り便槽から合併処

理浄化槽に設置替えする際には宅内配管工事や便

槽撤去工事に要する費用額について補助金を交付

し、合併処理浄化槽の設置を促進しています。

（３）合併処理浄化槽の維持管理
　合併処理浄化槽の処理能力は優れていますが、

使用開始後、適切な保守点検と清掃が行われなけ

ればその性能は発揮できません。

　また、毎年１回、岡山県知事指定の検査機関に

よる検査を受けることにより、浄化槽の機能と良

好な水質を維持していることを確認しなければな

りません。

田、大田、塩納、坂根、弓削、寺地・光明谷、観音寺、

保木、鍛冶屋、宿奧、大内、肩脊、菊山、御津新庄

の28地区で供用開始しております。

　本市では、施設の統廃合を進めており、これまでに

観音寺、坂根、塩納地区、令和６年度に宇甘東地区が公

共下水道へ統合し、供用は24地区となりました。

（４）現状と対策
　令和６年度末で市内には62,169基の浄化槽が設置

されています。浄化槽法が改正され、平成13年４月

１日以降は単独処理浄化槽の新設は原則禁止されま

したが、浄化槽全体の36.4％を占める、22,653基の

単独処理浄化槽は未だ使用されています。

　単独処理浄化槽は公共下水道の普及に伴い減少

しているものの、生活雑排水が未処理のまま放流

されるため、児島湖や瀬戸内海などの公共用水域

の水質汚濁がなかなか改善されない原因の一つと

なっています。

　このため岡山市では、合併処理浄化槽を公共下

水道、農業集落排水施設と並ぶ恒久的汚水処理施

設の一つとして位置づけ、これらの施設の役割分

担を定める中で、合併処理浄化槽の普及促進に努

めています。

表13　浄化槽設置基数の推移

表12　�岡山市合併処理浄化槽設置整備事業に
基づく補助基数

— Ⅱ 水環境 —

− 32 −



土壌汚染対策１

リスク管理の推進２

（１）土壌汚染対策法
　土壌汚染対策法は、土壌の汚染状況を把握する

ため、一定の機会をとらえて土地所有者等が調査

を行い、土壌の特定有害物質による汚染により人

の健康被害が生ずるおそれがある場合は措置を講

ずることを定めています。

　同法の概要を図21に示します。

（２）岡山県環境への負荷の低減に関する条例
　土壌汚染に関しては、岡山県環境への負荷の低

減に関する条例にも規定（有害物質等による土壌

及び地下水の汚染に関する規制）があります。同

条例では、有害物質を取り扱い、又は取り扱って

いた事業所を設置している者に対し、土壌又は地

下水の汚染発見時の届出や浄化対策の実施などを

義務付け、汚染の拡散防止を図っています。

（３）工場・事業場への指導
　土壌汚染対策法第３条第１項には、水質汚濁防

止法に定める有害物質使用特定施設（土壌汚染対

策法施行令第１条に定める特定有害物質を製造等

するものに限る。）の使用を廃止した場合には、土

地所有者等がその敷地内の土壌汚染の状況を調査

し、その結果を岡山市に報告することが定められ

ています。令和６年度は報告が１件ありました。

　土壌汚染対策法では、土壌汚染に関する情報の

収集、整理、保存及び提供等に努めることが規定

されています。

　このため、水質汚濁防止法や下水道法に基づく

届出情報を収集・整理し、全特定事業場のリスト

並びに現に有害物質使用特定施設が設置されてい

また、有害物質使用特定施設が設置されている工

場等の土地において引き続き工場等の敷地として

用いる場合で岡山市の確認を受けた土地で、土地

所有者等が一定規模（900m2以上）の土地の形質変

更を行う場合には、届出することが定められており、

同条第８項において、岡山市は当該届出を受理し

た後、土地の所有者等に対して当該土地の土壌汚

染の状況を調査し、その結果を報告すべき旨を命

じるもの（調査命令）と定められています。令和

６年度は、同条第８項に基づく調査命令の案件が

１件ありました。土壌汚染状況調査の結果報告は

２件ありました。

　同法第４条第１項では、一定規模（3,000m2以

上）の土地の形質変更を行う場合には、届出する

ことが定められています。令和６年度は、届出に

対して土壌汚染のおそれがあると判断し、同法第

４条第３項に基づく調査命令を発出した案件が１

件、土壌汚染状況調査の結果報告が１件ありました。

　同法では、調査結果が法に定める基準に適合し

ない場合には、岡山市がその区域を土壌が汚染さ

れている区域として指定することを定めています。

令和７年３月末時点では、同法第６条に基づく要

措置区域の指定はなく、同法第11条に基づく形質

変更時要届出区域を20か所指定しています。

る工場若しくは事業場リストを調製して公表して

います。

　また、地下水の利用状況等に関する情報収集及

び整理を行っています。

Ⅲ 土 壌 環 境
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図21　土壌汚染対策法の概要

目　的

制　度

調　査

区域の指定等

汚染土壌の搬出等に関わる規制

その他

　土壌汚染の状況の把握に関する措置及びその汚染による人の健康被害の防止に関する措置を定めること等に
より、土壌汚染対策の実施を図り、もって国民の健康を保護する。

①有害物質使用特定施設の使用を廃止したとき
　（第３条）
・操業を続ける場合には、一時的に調査の免除を受ける
ことも可能（第３条第１項ただし書）
・一時的に調査の免除を受けた土地で、900ｍ2以上の土
地の形質の変更を行う際には届出を行い、都道府県知
事の命令を受けて土壌汚染状況調査を行うこと（第３
条第７項・第８項）

○要措置区域（第６条）
土壌汚染の摂取経路があり、健康被害が生ずるおそれが
あるため、汚染の除去等の措置が必要な区域
・土地の所有者等は、都道府県知事の指示に係る汚染除
去等計画を作成し、確認を受けた汚染除去等計画に従
った汚染の除去等の措置を実施し、報告を行うこと
（第７条）

・土地の形質の変更の原則禁止（第９条）

○要措置区域及び形質変更時要届出区域内の土壌の搬出の規制（第16条、第17条）
（事前届出、計画の変更命令、運搬基準の遵守）
○汚染土壌に係る管理票の交付及び保存の義務（第20条）
○汚染土壌の処理業の許可制度（第22条）

○指定調査機関の信頼性の向上（指定の更新、技術管理者※の設置等）（第32条、第33条）
○土壌汚染対象基金による助成（汚染原因者が不明・不存在で、費用負担能力が低い場合の汚染の助教等の措
置への助成）（第45条）

（※）指定調査機関は技術管理者を置く必要があり、この者の指導・監督の下、調査を実施する。技術管理者は国家試験に
　　合格し一定の実務経験を有する必要があり、資格更新のため更新講習を修了することが必要

①～③においては、土地所有者等が指定調査期間に調査を行わせ、結果を都道府県知事に報告

土壌の汚染状態が指定基準を超過した場合

汚染の除去が行われた場合には、区域の指定を解除

③土壌汚染により健康被害が生ずるおそれがあると
都道府県知事が認めるとき（第５条）

②一定規模以上の土地の形質の変更の届出の際に、
土壌汚染のおそれがあると都道府県知事が認める
とき（第４条）
・3,000ｍ2以上の土地の形質の変更又は現に有害物質使用
特定施設が設置されている土地では900ｍ2以上の土地
の形質の変更を行う場合に届出を行うこと
・土地の所有者等の全員の同意を得て、上記の届出の前
に調査を行い、届出の際に併せて当該調査結果を提出
することも可能（第４条第２項）

○形質変更時届出区域（第11条）
汚染の摂取経路がなく、健康被害が生ずるおそれがない
ため、汚染除去等の措置が不要な区域（摂取経路の遮断
が行われた区域を含む）
・土地の形質の変更をしようとする者は、都道府県知事
に届出を行うこと（第12条）

④自主調査において土壌汚染が判明した場合に土地
の所有者等が都道府県知事に区域の指定を申請で
きる（第14条）

図21　土壌汚染対策法の概要
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鉛及びその化合物

砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物

六価クロム化合物
鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物

鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物

ふっ素及びその化合物

六価クロム化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物

六価クロム化合物
シアン化合物
水銀及びその化合物
セレン及びその化合物
鉛及びその化合物
ふっ素及びその化合物

シス‒1,2‒ジクロロエチレン

クロロエチレン
シス‒1,2‒ジクロロエチレン
トリクロロエチレン

ベンゼン
シアン化合物
鉛及びその化合物
砒素及びその化合物

鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物
ほう素及びその化合物

ベンゼン
鉛及びその化合物

鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物

砒素及びその化合物

鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物

水銀及びその化合物
鉛及びその化合物
砒素及びその化合物
ふっ素及びその化合物

鉛及びその化合物

水銀及びその化合物
鉛及びその化合物

六価クロム化合物
砒素及びその化合物

鉛及びその化合物
砒素及びその化合物

形－1

形－2

形－4

形－5

形－6

形－7

形－9

形－10

形－12

形－13

形－17

形－19

形－20

形－21

形－24

形－26

形－28

形－29

形－30

形－31

整－24－1

整－25－1

整－25－3

整－25－4

整－26－1

整－26－2

整－28－1

整－28－2

整－29－1

整－30－1

整－R1－4

整－R1－6

整－R2－1

整－R2－2

整－R3－3

整－R4－1

整－R5－1

整－R5－2

整－R5－3

整－R6－1

表14　岡山市内の要措置区域等の一覧
（令和７年３月31日現在）

整理番号 区域の所在地指定番号 指定基準に適合しない特定有害物質

北区撫川

南区築港元町

南区東畦

北区理大町

南区築港緑町一丁目

南区富浜町

南区築港緑町一丁目

中区海吉

中区江並

中区桜橋一丁目

南区中畦

南区築港新町一丁目

北区島田本町二丁目

北区鹿田町二丁目

東区東平島

東区金岡東町三丁目

東区西大寺上一丁目

中区門田屋敷二丁目

南区郡

東区瀬戸町万富

表14　岡山市内の要措置区域等の一覧
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表15　岡山市内の指定解除した形質変更時要届出区域の一覧
（令和７年３月31日現在）

整理番号 区域の所在地指定番号 指定基準に適合しない特定有害物質

整－25－2

整－26－3

整－28－3

整－R1－1

整－R1－2

整－R1－3

整－R1－5

整－R3－1

整－R3－2

整－R3－4

整－R4－2

形－3

形－8

形－11

形－14

形－15

形－16

形－18

形－22

形－23

形－25

形－27

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

－

北区鹿田町二丁目

東区西大寺川口

北区天瀬

北区津島中三丁目

北区高柳東町

中区古京町二丁目

北区清心町

東区鉄

南区豊成一丁目

北区建部町吉田

北区津島中三丁目

表15　岡山市内の指定解除した形質変更時要届出区域の一覧
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表16　ダイオキシン類濃度の自主測定結果

測定実施 

注１）汚水又は廃液を排出する廃棄物焼却炉に係る施設：灰の貯留施設、湿式集じん施設、排ガス
　　　洗浄施設
注２）単位：排出ガス  ng-TEQ/Nm3　排出水  pg-TEQ/Ｌ
※　pg：ピコグラム　１兆分の１グラム　ng：ナノグラム　10億分の１グラム
　　TEQ：ダイオキシン類のそれぞれの異性体を、もっとも毒性の強い2,3,7,8-TCDD（テトラクロ
　　ロジベンゾパラジオキシン）に換算して合計したもの。

調査対象 特　定　施　設 施設数 測　定　結　果 

排出ガス 廃棄物焼却炉

排 出 水 廃棄物焼却炉に係る施設 注１）

注２）

23

0

0　    ～ 　  5.2

0

ダイオキシン類対策１

Ⅳ 化 学 物 質

（１）  現　　況
　①　一般環境調査
　岡山市ではダイオキシン類対策特別措置法に基

づき、一般環境中におけるダイオキシン類の環境

基準達成状況を把握するため、大気、公共用水域

の水質・底質、地下水及び土壌について調査して

います。

　大気について、令和６年度は南輝小学校（南区

南輝三丁目）、陵南小学校（北区東花尻）及び東区

役所瀬戸支所（東区瀬戸町瀬戸）の計３地点で調

査したところ、南輝小学校が0.016pg-TEQ/m3、陵

南小学校が0.0079pg-TEQ/m3、東区役所瀬戸支所が

0.012pg-TEQ/m3であり、全地点で環境基準（0.6pg-

TEQ/m3）に適合していました。

　公共用水域水質及び底質について、令和６年度

は河川７地点、湖沼２地点、海域３地点の計12 地

点で調査したところ、水質は0.037～0.75pg-TEQ/L、

（２）今後の対応
　ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、引き

続き排出基準が遵守されるよう、施設の適正な運

転管理等について、立入調査等により指導してい

きます。

底質は0.11～14pg-TEQ/g であり、全地点で各環境

基準（水質１pg-TEQ/L、底質150pg-TEQ/g）に適

合していました。

　地下水について、令和６年度は６地点で調査し

たところ、0.029～0.063pg-TEQ/L であり、全地点

で環境基準（１pg-TEQ/L）に適合していました。

　土壌について、令和６年度は10か所で調査した

ところ、0.011～3.0pg-TEQ/g であり、全地点で環

境基準（1,000pg-TEQ/g）に適合していました。

　②　規制
　ダイオキシン類対策特別措置法では、一定規模

以上の焼却炉など基準が適用される施設（特定施設）

が定められ、排出ガス及び排出水についてそれぞ

れ排出基準が定められています。特定施設を設置

している事業者は、年１回以上の自主測定の実施

及びその結果を市に報告することが義務付けられ

ており、岡山市はその結果を公表しています。

表16　ダイオキシン類濃度の自主測定結果

— Ⅳ 化学物質 —
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図22　物質別の届出排出量（令和６年度） ※上位５物質
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※上位７業種図23　業種別の届出排出量（令和６年度）
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特定化学物質対策２

　現在、製造等が行われている化学物質は非常に

種類が多く、人の健康や生態系への影響に関して

十分な科学的知見を整備するためには、極めて長

い時間と膨大な費用を要します。このため規制を

中心とした従来の法律による対応には限界がある

ことが指摘されてきました。このような状況を踏

まえ、化学物質がどのような発生源からどれくら

い環境中に排出されたかを把握・集計し、公表す

る仕組み（PRTR制度）を定めた「特定化学物質の

環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に

関する法律」が平成11年７月に公布され、平成14

年度から施行されました。

　同法では、人や生態系への有害性のおそれがあり、

環境中に広く存在すると認められる化学物質を政

令で指定しています。一定の要件を満たす事業者

は、これら化学物質の環境中への排出量や廃棄物

等に含まれて事業所の外に移動する量を自ら把握し、

都道府県または都道府県から事務を委譲された政

令指定都市等を経由して国へ届け出ることとなっ

ています。このことにより、事業者の化学物質の

自主的な管理が促進され、環境保全上の支障の未

然防止に役立ち、リスクコミュニケーションの取

り組みにつながることが期待されます。国は届出

量に加え、自動車などの移動体や家庭からの排出

量などを算出（推計）し、環境省のホームページ

で公表しています。

　届出対象となる第一種指定化学物質は515物質、

うち特定第一種指定化学物質は23物質となってい

ます（令和６年度末時点）。

　令和６年度は、令和５年度の化学物質の排出量

等について、191件の届出を受理しました。

図22　物質別の届出排出量  （令和６年度）　 ※上位５物質

図23　業種別の届出排出量  （令和６年度）　 ※上位７業種

—  Ⅳ 化学物質 —

　上位５物質の合計は 552

トンで、全体（682トン）の

約 81％を占めています。

　 排出量が多い上位７業

種の合計は 652 トンで全

体量の約 96％を占めてい

ます。
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騒音・振動の現況１

騒音・振動防止対策２ 

Ⅴ 騒 音 ・ 振 動

　騒音・振動は主観的、心理的な要素が大きく、

発生源は工場、建設・解体等工事、自動車など多

種多様です。特に騒音は、ピアノや話し声など生

活騒音にまで及びます。

　騒音については環境基本法第16条に基づき、「騒

（１）  工場、事業場に対する規制
　騒音規制法、振動規制法及び岡山市環境保全条

例の騒音に係る特定施設を設置している工場・事

業場に対して、届出や規制基準の遵守など騒音・

振動の軽減、防止について指導しています。

　令和６年度末において騒音規制法の対象となっ

ているのは1,116事業場等、振動規制法の対象とな

っているのは677事業場等であり、苦情が発生した

場合は、立入調査により指導等を行いました。

（２）建設作業に対する規制
　さく岩機の使用など騒音規制法、振動規制法で

定められた建設作業（特定建設作業）については、

法に基づき施工業者に対して届出や作業方法の工

夫など騒音・振動防止について指導しています。

　令和６年度には、特定建設作業の届出が、騒音

規制法では441件、振動規制法では337件ありました。

また、苦情が発生した場合は、立入調査により指

導等を行いました。

音に係る環境基準」が定められています。岡山市

では工業専用地域を除く全地域に類型指定をして

います。そのうち、代表的な地点を選択し環境基

準の適合状況調査を実施しています。

（３）生活騒音への取り組み
　私たちの日常生活の中から発生する音が、知ら

ず知らずのうちに隣近所に迷惑をかけていること

があります。テレビやエアコン、ピアノから犬の

鳴き声までいろいろな音がありますが、このよう

な生活騒音は法などの規制対象外の施設や機器等

から発生するため、私たち自身が解決していかな

ければならない問題ともいえます。

— Ⅴ 騒音 ･ 振動
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図24　二酸化窒素（年98％値）の経年変化

図25　一酸化炭素濃度の経年変化（年平均値）
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交通公害の現況１

Ⅵ 交 通 公 害

（１）  自動車排出ガスの現況
　自動車は日常生活や産業・経済活動の重要な交

通手段として欠かすことのできないものですが、

その一方で排出ガスによる大気汚染や走行に伴う

騒音・振動等が公害の発生源になっています。排

出ガスや騒音の規制も逐年にわたって強化されて

きました。岡山市でも各種の規制、ハイブリッド

自動車や低排出ガス自動車等の次世代自動車（低

公害車）の普及、道路改良などにより環境基準を

達成している状況が継続しています。

　令和６年度は、主要幹線道路沿線の自動車排出

ガス測定局（以下「自排局」という。）２局で大気

汚染物質の常時監視を行いました（青江局は令和

４年度末をもって廃止）。

　①　二酸化窒素（NO2）
　自動車の排出ガス規制が始まった昭和50年代

には濃度が低下してきましたが、昭和60年代に

入ってからは反対に、自動車の保有台数の増加等

により濃度が上昇してきました。自排局における

環境基準の達成が十分でなかったのは全国的な傾

向であり、岡山市においても平成元年度から平成

19年度にかけては青江局で環境基準（日平均値：

0.06ppm）を超えた年度がありました。平成20年

度以降は全ての自排局で環境基準を達成しており、

年平均値は緩やかな減少傾向となっています。

　②　一酸化炭素（CO）
　一酸化炭素は炭素を含む燃料が不完全燃焼する

ことにより発生し、血液中のヘモグロビンと結合

することで、酸素を運搬する機能を阻害し中枢神

経のマヒや貧血を起こします。発生源は自動車の

排出ガスがその大部分を占めていると考えられ、

交通量の頻繁な道路や交差点付近において高い濃

度が測定されます。

　平成18年度から青江局で、令和５年度からは西

祖局及び南方局で測定を行っていますが、年平均

値は環境基準の10分の１以下の値で推移しています。

　③　浮遊粒子状物質（SPM）
　令和６年度は全ての自排局で環境基準（日平均

値：0.1mg/m3）を達成していました。一般局と同

じく年平均値は環境基準値の４分の１以下の濃度

でここ数年は推移しています。
図24　二酸化窒素  （年98％値）  の経年変化

図25　一酸化炭素濃度の経年変化  （年平均値）

— Ⅵ 交通公害 —

− 40 −



図26　浮遊粒子状物質濃度の経年変化
（年平均値）
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図27　微小粒子状物質の経年変化
（短期基準：日平均値の年間98%タイル値）
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図28　微小粒子状物質の経年変化
（長期基準：年平均値）
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図29　非メタン炭化水素の経年変化
（６～９時の年平均値）
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　④　微小粒子状物質（PM2.5）
　自排局は、平成25年２月から南方局で測定を開

始しています。令和６年度は、長期基準及び短期

基準をともに満たしており、環境基準を達成して

いました。

　⑤　非メタン炭化水素（NMHC）
　光化学オキシダント生成の原因物質となる非メ

タン炭化水素の環境基準は定められていませんが、

指針値と比べると、令和６年度は全ての自排局で

指針値の上限値（0.31ppmC）以下でした。年平均

値は、ここ数年はほぼ横ばいとなっています。

図26　�浮遊粒子状物質濃度の経年変化　　　
（年平均値）

図28　�微小粒子状物質の経年変化　　　
（長期基準：年平均値）

　　図27　微小粒子状物質の経年変化
（短期基準：日平均値の年間98%タイル値） 図29　�非メタン炭化水素の経年変化　　　

（６～９時の年平均値）
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表17　新幹線鉄道騒音・振動測定結果

測定場所
及び 
軌道側

用途地域 
及び 
地域類型

東京起点距
離及び平均
列車速度

構造物の種
類及び軌道
面の高さ

軌道の種類
防音壁の種類
及び軌道面か
らの高さ

軌道 
からの 
距離

騒音 
レベル 
（dB）

振動 
レベル 
（dB）

東区 
東平島 
（上り側）

第1種住居
地域 
類型Ⅰ

662.350km 
281km/h

高架 
（ラーメン構造）

7.7m
スラブ軌道 直防＋遮音板 

2.8m

12.5m

25.0m

50.0m

72

71

68

64

56

59

（２）自動車騒音・道路交通振動
　自動車騒音の実態を把握するため、幹線道路沿

道の29地点で調査を行いました。道路に面する

地域の環境基準と比較すると、昼間及び夜間の時

間帯で環境基準の超過はありませんでした。また、

面的評価を行った区間では、計732.4km、69,156

戸のうち68,081戸（98.4％）が昼間及び夜間の時

間帯で環境基準以下であり、環境基準を昼間のみ

基準以下、夜間のみ基準以下、両方とも超過した

戸数はそれぞれ、468戸（0.7％）、113戸（0.2％）、

494戸（0.7％）でした。

（１）  自動車排出ガス
　自動車公害対策の推進に向けて、国による自動

車排出ガスや騒音の規制強化はもとより、低公害

車の導入促進、公共交通機関の利用促進、道路整

備の推進、エコドライブの促進などの取組を進め

ています。

　岡山県環境への負荷の低減に関する条例（県条例）

では、生活環境の保全を図る必要が特に認められ

る地域をディーゼル自動車に係る粒子状物質の削

減地域に指定し、その地域内に一定台数以上のデ

ィーゼル自動車を保有する事業者に対して粒子状

物質の削減措置の計画作成とその実施状況の報告

を義務づけ、自主的な削減を図っています。

　さらに、県条例は一部の状態を除いて運転者に

自動車の駐車時にアイドリングストップの実施を、

（３）新幹線鉄道騒音・振動
　新幹線鉄道の騒音については、環境基準（類型Ⅰ：

70dB、類型Ⅱ：75dB）が設定されており、令和６

年度の調査では測定した１地点において環境基準

を達成していませんでした。

　また、振動については新幹線鉄道振動対策指針

値（70dB）を超えていませんでした。

また駐車場管理者にはその周知に努めることを義

務づけることで、自動車排出ガスの抑制を図って

います。

（２）低公害車の導入
　自動車排出ガスによる大気汚染の改善や地球温

暖化を防止するため、新規購入や買い替え時にお

ける低公害車の普及を促進しています。

　岡山市では、平成15年度から新たに導入するリ

ース車（主に軽四輪自動車）についても、低公害

車の要件を加えています。

（３）公共交通等の利用促進
　自動車公害の低減を図るためには、自家用自動

車の利用自体を抑制することが効果的であるため、

表17　新幹線鉄道騒音・振動測定結果

交通公害防止対策２

— Ⅵ 交通公害 —
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高齢者・障害者を対象とした路線バス・路面電車

の運賃割引、生活交通の導入及び運行改善、桃太

郎線 LRT 化の検討、岡山駅前広場への路面電車乗

り入れ整備事業や路面電車の延伸・環状化の推進、

モビリティマネジメントの実施、コミュニティサ

イクルももちゃりの運用、自転車通行空間や駐輪

場の整備など公共交通や自転車の利用を促進する

施策を実施しています。

（４）ノーマイカーデー運動
　岡山市では、交通渋滞や自動車排出ガスなど環

境問題への対応を進めるため、「岡山市・倉敷市ま

ちづくり協議会」の主旨に則り倉敷市と連携して、

平成16年度から「ノーマイカーデー運動」に取り

組んできました。

　平成18年度から岡山県と両市が統一し、それ以降、

段階的に参加団体が増え、平成28年度は国の多く

の出先機関や県、27の市町村が参加し、「岡山県下

統一ノーマイカーデー運動」として実施しています。

職員一人ひとりが率先して取組む姿勢を市民に示

し、広く環境保全意識の高揚を図ることを目的と

しています。

　 令 和 ６ 年 度 は、 ５ 月31日 に 実 施 し、 距 離 で

3,823km、CO2換算で682kg 削減することが出来ま

した。

（５）新幹線鉄道騒音・振動
　岡山県及び JR 西日本に対し測定結果を報告・通

知するとともに、騒音防止対策の推進を要請して

います。今後も新型車両の導入や高速化が見込ま

れるため、引き続き測定を行います。

— Ⅵ 交通公害 —
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図30　苦情件数の経年推移
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公害苦情の現況１

Ⅶ  公 害 苦 情

　令和６年度における岡山市の公害苦情は254件

でした。

（２）  月別苦情件数
　苦情の発生を月別に見ると、春から秋にかけて

の窓を開けたり外で活動したりする機会が多くな

る時期に苦情が増える傾向にあります。

（１）  苦情件数の経年変化
　令和６年度は、昨年度と比較して約１割苦情が

増加しました。

図30　苦情件数の経年推移
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（３）  用途地域別苦情件数
　用途地域別では、住居地域が最も多く、次いで

市街化調整区域となっており、これら２つで全体

の約70％を占めています。その次に準工業地域、

（４）  発生源別苦情件数
　発生源別では、大気汚染については工事・建設

作業、水質汚濁については流出・漏洩や産業排水、

商業地域の順で多く発生しています。発生源が工

事・建設作業であるもの以外は、住居と工場や飲

食店等の事業所が混在していることも苦情発生の

要因の一つと考えられます。

騒音・振動については工事・建設作業や産業用機

械作動、悪臭については流出・漏洩や焼却施設が

原因となる苦情が多く発生しています。

図32　用途地域別苦情件数

図33　発生源別苦情件数
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　岡山市では、環境法令の規制対象工場・事業場

に対する苦情について、法令に基づき適切に運用・

指導し、苦情の解決に努めています。特に環境法

令に基づく届出時には、公害苦情の未然防止の観

点から周辺に配慮して作業あるいは設備の設置等

を行うよう指導しています。環境法令の規制対象

外となる工場・事業場に関する苦情についても、

関係機関と連携を図りながら発生源に対して改善

のための指導や助言を行っています。
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図34　廃棄物とは
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Ⅷ 廃棄物・リサイクル

　ごみ問題を含む環境問題は全国的に論議され、

特に「ごみ」の減量化・リサイクルの推進は最重

要課題の一つとして社会的に注目されています。

　岡山市においては、昭和50年代後半からの急激

なごみ量の増加・多様化、そして焼却施設の老朽

化・定期点検等に伴う処理能力の低下、さらには

最終処分場用地の確保の困難性等の問題について、

早急な対応が必要となりましたが、ごみの減量化・

リサイクルに対する普及啓発や、施設整備への取組、

５種分別収集の全市域での実施、簡易包装等によ

る排出抑制、そして、自主的なリサイクル活動の

促進など、地域と一体となってごみの減量化に取

り組んだ結果、危機的状況は乗り越えることがで

きました。

　その後、平成12年６月に公布された「循環型社

会形成推進基本法」とその個別法としての「容器

包装リサイクル法」、「家電リサイクル法」等の各

種リサイクル法の制定等により、「ごみ」を「循環

資源」と位置づけ、単に出されたごみを焼却・埋

立処分するだけではなく、まず、可能な限り廃棄

物の発生を抑制し、廃棄物となったものについて

は環境への負荷の低減に配慮しつつ、再使用、再

生利用、熱回収の順にできる限り循環資源として

利用を行い、最終的には循環的利用が行われない

ものについてのみ、環境に配慮した適正処分（埋

立て）を行うという、循環を基調とした新たな観

点から取り組まれるようになってきています。

　また、平成13年４月からの粗大ごみ戸別収集、

11月から市内全域統一の分別収集をすることによ

り、ごみの減量化を図っています。

　さらに、平成21年２月には、家庭ごみ有料化を

実施し、あわせてざつがみ回収等の関連施策を実

施しました。

　有料化により家庭ごみ量が大きく減少したことか

ら、平成24年３月には、より高い減量目標を掲げ

た「一般廃棄物（ごみ）処理基本計画」を策定し、

令和３年３月には、本計画を改定して市民・事業者・

行政の三者が協働してさらなるごみの減量化・資源

化を推進しています。また、本計画に内包する形で

「食品ロス削減推進計画」を取りまとめています。

　令和３年６月11日に、「プラスチック資源循環

促進法」が公布され、令和４年４月１日から施行

されたことを受け、これまで可燃ごみとして焼却

してきたプラスチック資源を、令和６年３月から

資源化物として分別回収を開始し、リサイクルし

ています。また、本市内でプラスチックの資源化

を行うため、令和７年３月24日付で再商品化計

画について環境大臣及び経済産業大臣の認定を受

け、これにより市内で回収した硬質プラスチックを、

市内の処理施設で再生原料に加工し、市内や県内

のプラスチック製品の製造工場で使用することで、

プラスチックの区域内循環が実現しました。

（１）  一般廃棄物とは
　廃棄物とは、占有者自ら利用し、又は他人に有償

で売却することができないため不要になった物で、

固形状又は液状のものをいいます。また、一般廃棄

物とは、その主たるものは地域住民の日常生活に伴

って生じた、ごみ、粗大ごみ、し尿及び浄化槽にか

かる汚泥ですが、事業活動に伴って生じた廃棄物の

うち産業廃棄物以外のものもこれに含まれます。

図34　廃棄物とは
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図35　岡山市におけるごみ排出量の推移
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表18　岡山市におけるごみ排出量（令和６年度実績）

年間排出量 可燃ごみ 不燃ごみ 粗大ごみ

105,314.73

75,826.07

181,140.80

93.1%

97,647.47

72,866.20

170,513.67

92.6%

3,335.50

1,859.44

5,194.94

95.2%

4,331.76

1,100.43

5,432.19

105.8%

288.53

207.74

496.28

415g

713g

58.1%

41.9%

（２）岡山市のごみ処理の現状（令和６年度実績）
　　人　　口　695,690人

　　　　　　　（令和６年12月末現在人口）

　　世　　帯　342,192世帯

　①　ごみ処理経費
　　処理単価　（令和６年度決算から）

　　総　　額　�約96億4,973万円（施設整備部門、

道路下水清掃部門を除く）

　　１日あたり　　　　約26,438万円

　③　ごみ収集量の推移
　ア�．昭和50年代は、人口・世帯数は増加してい

るにもかかわらず、ごみ量は年間約16万トン

で横ばい。

　イ�．昭和61年度から平成２年度まで、一転して

　　１人あたり　　　　14,311円

　　１人１日あたり　　約39円

　　収集経費　　　　　27,485円/t（117,359.79t）

　　焼却経費　　　　　20,930円/t（176,233.49t）

　　破砕・資源化経費　78,466円/t（14,396.94t）

　　埋立経費　　　　　63,763円/t（5,604.04t）

　②　令和６年度ごみ量
　　181,140.8t（令和５年度　194,654.16t）

ごみ量は急増。５年間で21％増加。

　ウ�．急激なごみ量の増加、多様化の中で、焼却

施設の老朽化や定期点検等によるごみ処理能

力の低下、さらには埋立地確保の困難性等の

ため、平成３年11月、「ごみ非常事態」を宣言

図35　岡山市におけるごみ排出量の推移

表18　岡山市におけるごみ排出量  （令和６年度実績）
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し、市民、事業者にごみの減量とリサイクル

の一層の協力を求めた。

　　　平成３年11月１日　　非常事態宣言

　　　平成４年４月１日　　延長

　　　平成６年４月１日　　再延長

　　　平成８年３月31日　　解除

　　　（５種分別収集の全市域拡大）

　エ�．増加していたごみ量は、平成２年度をピー

クに「ごみ非常事態宣言」を受けた市民、事

業者の協力により減少傾向に転じていたが、

平成８年度以降増加の傾向を示していた。

　オ�．平成13年４月１日

　　　粗大ごみ戸別収集開始

　　　平成13年11月１日　　　

　　�　市内全域プラスチック焼却地区へ分別変更

　カ．平成20年12月１日

　　�　古紙・古布、ペットボトルの月２回収集開

始にあわせ、古紙として「ざつがみ」回収を

開始する。

　キ．平成21年２月１日

　　　家庭ごみ有料化制度開始

　ク．平成21年４月１日

　　　てんぷら油の回収開始

　ケ．平成22年６月１日

　　　蛍光管、食品発泡トレイの拠点回収開始

　コ．平成23年５月１日

　　�　粗大ごみインターネット受付及び粗大ごみ

ふれあい収集開始

　サ．平成24年５月１日

　　　可燃ごみ等ふれあい収集開始

　シ．平成26年10月１日

　　�　資源化物全品目月２回ステーション収集

開始

　ス．平成27年１月５日

　　　小型家電の拠点回収開始

　セ．平成28年４月１日

　　　食品透明トレイの拠点回収開始

　　�　ボタン電池、家庭用充電式電池のステーシ

ョン収集開始

　ソ�．増加していたごみ量は、有料化後大幅に減少。

その後、家庭系ごみは微減から横ばい、事業

系ごみは増加傾向にあったが、新型コロナウ

イルスの影響により令和２年度と３年度は、

家庭系ごみで微減、事業系ごみで大幅な減少

が見られた。

　タ．令和６年３月１日

　　　プラスチック資源の分別回収開始

　チ．令和７年４月１日

　　�　プラスチック資源循環促進法第33条に基づ

く硬質プラスチックの材料リサイクル開始

　④　ごみ処理施設〈市有〉
　ア．収　集

　　�　野殿事業所、当新田事業所、岡南事業所、

西大寺事業所

　イ．焼　却

　　　当新田環境センター　（300t/日）

　　　東部クリーンセンター（450t/日）

　ウ．不用品の持込・展示など

　　　東部リユースぷらざ、西部リユースぷらざ

　エ．中間処理

　　�　東部リサイクルプラザ、西部リサイクルプ

ラザ

　オ．最終処分

　　�　山上新最終処分場（450,000ｍ3）を平成18年

３月末より埋立開始

　　（令和６年度末埋立率：約48.1％）

（３）ごみの減量化・リサイクルの取組
　岡山市では、市民意識の高揚を図り、ごみの減

量化・リサイクルを促進するため各種事業の推進

に取り組んでいます。

　岡山市では、令和７年度の資源化率目標を31.1％

と定めており、令和６年度の資源化率実績は35.9％

となっています。

　①　リサイクル推進員の委嘱
　ごみの減量化・リサイクル対策を推進するため、

市と市民とのパイプ役として、平成４年11月か

ら制度化しています。委嘱人数は、町内会の世

帯数に応じて１～３人を原則とし、任期は２年

です。
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　令和６年度末　1,863名

　②　資源回収推進団体報奨金制度
　　　（昭和63年度～）
　あらかじめ登録した子供会・町内会などの市民団

体が、古紙類などの資源回収を年１回以上行った場

合、１㎏当たり５円の報奨金を交付する制度です。

　③　ごみステーション等施設整備費補助制度等
　町内会が自主的に整備するごみステーションに

対して、20万円（新設は40万円）を上限に補助し

ています。

　また、資源化物コンテナを収納する物置を設置

する場合、利用世帯数に応じて15万円を上限に補

助しています。

　④　資源化物の回収
　東部資源回収所、当新田資源回収所、西部資源

回収所（平成27年１月～）及び民間協力事業者に

おいて、資源化物を回収しています。

　また、上記施設以外にも、市民の利便性を考え、

品目は限定されるものの市内のスーパーや公民館

等の市有施設、協力店舗で回収を行っています。

　なお、近年はスーパーやロードサイド等で資源

化物を回収する民間リサイクルルートがポイント

制であることや持ち込みやすさ等から店舗数が年々

増加してきており、資源化物量の増加を目指すため、

ごみ分別アプリにそういった事業者の情報を掲載

するなどし、市の回収以外にも資源化物の回収を

行っています。

　⑤　広報紙への記事の掲載
　広報紙「市民のひろばおかやま」により、市民

に理解と協力を呼びかけています。

　⑥　「どーすりゃーええ？」の活用
　ごみ減量・リサイクルガイド「どーすりゃーえ

え？」（日本語版・英語版・中国語版・韓国・ベト

ナム語版）を活用し、ごみの減量及び正しい出し

方などについて理解を呼びかけています。

　⑦　ごみ分別アプリの活用
　急速に普及する携帯端末のスマートフォンやタ

ブレットを使ってごみの分け方・出し方などを啓

発するアプリケーションソフト「ごみ分別アプリ」

を一般開放し、活用を呼びかけています。

　⑧　ワンウェイプラスチック削減の推進
　マイボトル使用等によるワンウェイプラスチッ

ク削減を図っています。

　⑨　ごみ減量・リサイクル週間
　５月30日の「ごみゼロの日」を中心として公民

館講座等を実施しています。

　⑩　分別の徹底
　家庭ごみ組成分析調査を実施し、結果を公表す

るとともに、分別の徹底のための啓発活動・指導

を強化しています。また、不適正な分別排出物に

ついては、啓発シールを貼付して適正排出を促し

ています。

　⑪　環境教育（出前講座）
　市の職員が講師となり公民館等に出向き、ごみ

減量全般に関する講義を行う「ごみゼロ啓発講座」

や食品ロス削減に特化した内容の「食品ロス削減

のための講座」、直接収集作業に従事している職

員が小学校等を訪問し、パッカー車による実演等

を行う「環境ごみスクール・環境学習エコブン」や、

パンフレット「ミコロ・ハコロのごみと資源とわ

たしたち」の配布による環境教育を行っています。

　⑫　環境啓発ラジオ番組放送
　市民向けラジオ番組「おかやま環境ナビゲーシ

ョン」（毎月２回）によって、ごみの減量化・資源

化や環境テーマに関する様々な啓発を行っています。

（４）家庭ごみ有料化及び関連施策の実施について
　家庭ごみの有料化については、平成20年９月議

会で議会の承認を得て、平成21年２月１日から、「可

燃ごみ」「不燃ごみ」について有料指定袋で排出さ

れています。

　この有料化制度は①ごみの減量化・資源化の推

進、②排出量に応じた受益者負担の公平性の確保

を目的として導入されたものです。

　有料化制度の内容については表19、20のとおり

です。

　制度の実施に伴い、乳幼児や高齢者等に対する

減免制度（表21）や生ごみ処理容器の購入費補助

制度をはじめとする各種支援制度（表22）を設け

ました。また、家庭ごみの有料化に先立ち、平成

— Ⅷ 廃棄物・リサイクル —
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・可燃ごみ

・不燃ごみ

・粗大ごみ

・資源化物

・廃乾電池・体温計等

有料化

 有料化（持ち込みは無料）

無料

分別収集の区分 有料化の対象区分

表19　有料化の範囲

４５㍑袋（大袋）

３０㍑袋（中袋）

２０㍑袋（小袋）

１０㍑袋（特小袋）

５㍑袋（超特小袋）

５０ 円

３０ 円

２０ 円

１０ 円

５ 円

５００ 円

３００ 円

２００ 円

１００ 円

５０ 円

種　類
（可燃・不燃共通）

価格
（袋１枚当り）

販売価格
（10枚/セット）

表20　種類と価格

表21　減免制度

生活保護世帯

低所得者世帯

重度の障害者

障害者

子育て支援

要介護者

生活保護法に基づいて、生活扶助を受けている世帯

〈生活保護基準相当額×1.05〉より低所得の世帯

身体障害者手帳１・２級、療育手帳Ａ、精神障害者保健福祉手帳１級
のいずれか所持している在宅の人

市から日常生活用具給付事業で紙おむつを支給されている人

満２歳に達するまでの乳幼児を養育する人

介護保険法で規定する要介護４又は５で在宅の人
及び要介護３で紙おむつを使用している在宅の人

項　　目 対　　　象　　　者 年間配布枚数

単身　70枚
２人以上150枚

100枚

各150枚

生ごみ処理容器購入費補助制度

・電気式生ごみ処理機（上限３万円）及び、コンポスト容器（上限３千円）の購入費補助。

からす防護ネット貸与制度

・路上ステーションなどを対象に希望の町内会等に貸与。

ごみステーション施設整備補助制度

・ごみステーション等施設整備補助金を一基あたり、20万円（新設は40万円）を上限に補助。

資源化物コンテナ収納物置設置費補助金交付制度

・一定条件のもと15万円を限度に補助。

資源回収用物置設置費補助金交付制度

・１団体あたり15万円を限度に補助。

ごみ収集ステーション等管理資材費補助金交付制度

・１団体あたり購入費の半額で３万円を限度に補助。

ふれあい収集

・介護保険の要介護１以上、視覚障害又は肢体不自由２級以上の身体障害者手帳の交付を受けている方のごみ出しサービス。

住宅用太陽光発電システム設置費助成

・太陽光発電設備を設置する一般住宅に対して、その経費の一部を助成。
　出力１kWあたり２万円（上限５kW）

表22　各種支援制度

表19　有料化の範囲 表20　種類と価格

表21　減免制度

表22　各種支援制度

— Ⅷ 廃棄物・リサイクル —

４月には「てんぷら油」のステーション回収、平

成26年10月１日から資源化物全品目月２回ステー

ション収集を開始しました。

20年12月から「古紙・古布、ペットボトル」につ

いて月２回収集を実施し、併せて古紙として「ざ

つがみ」回収を開始しました。さらに、平成21年
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図37　美化推進重点区域内のポイ捨て数の
　　　 年度別平均の推移

ごみ数（個/日）

（年度）
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表23　資源化施策の強化

主な施策 ざつがみ回収 月２回収集 てんぷら油回収 食品発泡トレイ・
蛍光管回収

月２回収集
（品目追加）

小型家電回収 資源化物回収
品目追加

プラスチック
資源の分別回収

開始時期 平成20年12月 平成20年12月 平成21年4月 平成22年6月 平成26年10月1日 平成27年1月5日 平成28年4月1日 令和6年3月1日

施 策 の
内 容

備 考

新聞紙・チラシ、
雑誌、ダンボー
ル、紙パック以外
のざつがみ類を
新たに回収しま
す。

古紙（ざつがみ
含む）、ペットボト
ルの収集回収を
月1回から月2回
に増やします。

使用済みてんぷ
ら油をステーショ
ン回収します。
（缶・びんと同じ
月１回）

食品発泡トレイ
と蛍光管を市有
施設で拠点回収
します。

びん、缶、廃てん
ぷら油、廃乾電
池、体温計の収
集回収を月1回
から月2回に増や
します。

小型家電を区役
所（ボックス）、協
力店（対面）等回
収します。

食品透明トレイ、
ボタン電池、家庭
用充電式電池を
追加します。

可燃ごみとして
捨てられている
プラスチックを
「プラ資源」とし
て回収します。

ノート・封筒・は
がきなども資源
となります。

2 回収集し、資源
化を推進してい
きます。

てんぷら油はバ
イオディーゼル
燃料となります。

その他に缶、び
んも回収します。

2 回収集し、資源
化を推進してい
きます。

随時回収し、資
源化を推進して
行きます。

従来回収してい
たものと同じ回
収方法です。

45ℓまでのサイズ
の透明または半
透明の袋が使え
ます。

（５）バイオ燃料地域利用事業について
　平成20年度、温室効果ガスや化石燃料使用の低

減、および環境負荷減のため、使用済み天ぷら油

（廃食用油）の新たな資源循環型システムの構築に

着手し、平成21年度からバイオディーゼル燃料化

への取り組みが始まりました。

　平成21年４月より、岡山市は一般家庭の廃食用

油を資源化物として回収を開始しました。回収し

た油は、パートナー企業（バイオディーゼル岡山（株）

（南区海岸通））が平成21年６月に稼働開始したバ

イオディーゼル燃料製造施設において、事業系の

廃食用油とともに再生され、ごみ収集車等の軽油

代替燃料として供給されています。

　この事業は、市民の協力の下、官民の連携によ

り実施しており、岡山市の環境対策事業としてリ

サイクルの環を構築しています。

（６）不法投棄、環境美化等への取組
①　不法投棄対策	

  【岡山市不法投棄防止対策連絡協議会】

　平成13年４月から「粗大ごみ戸別収集有料化」

及び「家電リサイクル法」がスタートし、市民

及び事業者等は排出者責任が明確になり、排出

時に一定の負担が必要になることから、不法投

棄の増加が懸念されました。その防止策として、

市民・事業者・行政等の組織・団体等の協力に

より、効果的な市民協働型の不法投棄防止対策

の構築に向けて立ち上げた組織であり、不法投

棄の啓発・監視・取り締まりなどを検討・協議

しています。

②　地域環境の美化対策
ア�．岡山市美しいまちづくり、快適なまちづく

り条例

　　�　岡山市は、美しく快適なまちづくりを市民・

図36　美化推進重点区域及び路上喫煙制限区域

図37　�美化推進重点区域内のポイ捨て数の
年度別平均の推移

美化推進重点区域内のごみのポイ捨て数
　�美化推進重点区域内の300メートル程度の街路６か所

でポイ捨て数を調査し、その一か所当たりの平均を
算出したものです。

— Ⅷ 廃棄物・リサイクル —

表23　資源化施策の強化
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図38　路上喫煙制限区域内歩行者
　　　１,０００人当たりの喫煙者数

人/1000人
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事業者とともに推進するため、平成19年４月

１日、岡山市美しいまちづくり、快適なまち

づくり条例を施行し、同年９月３日、岡山駅・

表町周辺を美化推進重点区域・路上喫煙制限

区域（図36参照）として指定しました。これ

らにより、全市域でポイ捨てが禁止されると

ともに、岡山駅・表町周辺での路上喫煙が禁

止されました。

　　�　この条例に基づき、美しく快適なまちづく

り推進員の支援、新聞・広報紙・啓発グッズ

による啓発活動、路面標示・看板の設置・巡

回啓発指導等を実施しています。

　　�　美化推進重点区域・路上喫煙制限区域での

ポイ捨て数・路上喫煙者数は図37・図38のと

おりです。

　イ�．岡山市放置自動車の発生及び適正な処理に

関する条例

　　�　岡山市は、市管理地における放置自動車の

発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項

を定め、放置自動車により生ずる被害を除去

することにより、地域の美観を保持し、良好

な都市環境を形成するとともに、市民の快適

な生活環境の維持を図ることを目的として、

平成９年１月、岡山市放置自動車の発生及び

適正な処理に関する条例を施行しました。こ

れにより、自動車の放置が禁止されるとともに、

市管理地に放置された自動車の適正な処理が

行われています。

　ウ�．岡山市海洋プラスチックごみ対策アクショ

ンプラン

　　�　岡山市は、令和４年３月に「海洋プラスチ

ックごみ対策アクションプラン」を策定し、

「資源循環」「海洋流出対策」「連携協働」を

基本方針として、瀬戸内の海洋保全に取り組

んでいます。

　③　事業系ごみの減量化・資源化の推進
　ア�．岡山市事業系一般廃棄物減量化・資源化推

進協議会

　　�　事業系一般廃棄物を排出する事業者等を構

成員として、平成16年度に発足し、事業系ご

みの減量化・資源化について、意見交換・企

画調整を行っています。

　イ�．岡山市事業系ごみ減量化・資源化推進優良

事業者等表彰

　　�　事業系ごみの減量化・資源化に取り組んで

いる事業者を表彰しています。

　ウ�．事業系ごみ減量化・資源化の手引き

　　�　事業系ごみの減量化・資源化のための手引

きを作成し、配布しています。

　エ�．岡山市事業系ごみ減量化・資源化推進研修会

　　�　岡山市事業系ごみ減量化・資源化推進研修

会を開催しています。

　オ．事業系廃棄物減量計画書

　　�　条例により、事業用大規模建築物の所有者

等に対し、事業系廃棄物減量計画書の提出を

義務付けています。

（７）施設整備の概況	

  【焼却場】

　可燃ごみは100％焼却し、サーマルリサイクルを

図るとともに、最終処分場への負荷を極力軽減し

ます。また、焼却時の排ガス・排水等による２次

公害の防止を図り、周辺環境の保全にも努めます。

さらに、平成23年度より順次、岡南環境センター・

当新田環境センター及び東部クリーンセンターの

図38　�路上喫煙制限区域内歩行者
1,000人当たりの喫煙者数

路上喫煙制限区域内の路上喫煙者数
　�路上喫煙制限区域内の５か所で通行者と路上喫煙者

数を調査し、通行者1,000人当たりの路上喫煙者数を
算出したものです。

— Ⅷ 廃棄物・リサイクル —
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表24　し尿・浄化槽汚泥収集量
（単位：㎘）

年　　度 Ｒ元 Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６H27 H28 H29 H30

し尿

直 　 営

許可業者

委託業者

小　　計

浄 化 槽 汚 泥

合　　　計

3,518

42,401

45,919

149,282

195,201

3,321

40,424

43,745

150,848

194,593

3,145

39,090

42,235

147,970

190,205

3,090

37,986

41,076

147,702

188,778

2,963

35,509

38,472

146,810

185,282

2,847

34,710

37,557

145,852

183,409

2,562

33,557

36,119

146,089

182,208

2,719

32,063

34,782

146,306

183,409

2,526

31,601

34,127

144,642

182,208

2,548

31,389

33,937

141,727

175,664

焼却残渣を再資源化することにより、資源化率の

向上を図っています。

※�岡南環境センターは岡山市可燃ごみ広域処理施

設の整備のため、令和４年３月30日をもって焼

却業務を終了しています。

  【埋立地】

　ごみ処理事業を安定的・継続的に行う上で最も

重要な部分であり、埋立時における２次公害の発

生防止に努めながら、ごみの最終処分を行ってい

ます。焼却残渣の再資源化事業に加え、平成27

年１月より、最終処分場に直接埋め立てされてい

た不燃ごみ等を処理するため、西部リサイクルプ

ラザの運営を開始しました。これらの施策により、

山上新最終処分場への最終処分量を減らし、山上

新最終処分場の延命化を図っています。

  【資源選別施設】

　資源化物収集日に回収された資源化物のうち、

ビン、ペットボトル、古紙、古布、廃乾電池等に

ついて二次選別等の処理を行い、一定量溜まるま

で保管した後、再生資源として回収業者に引き渡

しました。同機能を併せ持つ西部リサイクルプラ

ザが試運転を開始した平成26年９月末で、新保資

源選別所は廃止しました。

  【�東部リサイクルプラザ・西部リサイクルプラザ・

東部リユースぷらざ・西部リユースぷらざ】

　リサイクル社会の拠点施設として建設した東部

リサイクルプラザ、西部リサイクルプラザでは、

粗大ごみ等の破砕選別処理や資源選別処理を行っ

ています。

　また、それぞれに併設された東部リユースぷらざ、

西部リユースぷらざでは、リサイクル体験やリユ

ース品の展示・販売を通して環境問題の啓発を行

っています。

（８）し尿処理の状況
　岡山市におけるし尿と浄化槽汚泥の収集処理量

は、令和６年度実績で175,664kL/年（し尿33,937kL/

年、浄化槽汚泥141,727kL/ 年）となっています。

　岡山市域のし尿収集処理量は、令和元年度と令

和６年度の比較で11.8％下がっており、減少傾向

にあります。また、浄化槽汚泥収集処理量につい

ては、平成29年度以降は横ばいの状況です。

　し尿の収集運搬は、市直営と許可業者８社、浄

化槽清掃及び浄化槽汚泥の収集運搬については許

可業者12社が当たっています。

　処理については、昭和54年８月に海洋投棄を廃

止して以来、一宮浄化センターをはじめとする５

か所の処理施設へ計画的に搬入しています。離島

である犬島には、昭和62年３月に犬島浄化センタ

ーを建設し処理を行っています。

　また、浄化槽汚泥の円滑な処理を行うため、移

動脱水車による現地での固液分離業務、さらに浄

化槽汚泥処理専用施設である当新田浄化センター

が昭和60年４月から稼働しています。

表24　し尿・浄化槽汚泥収集量

— Ⅷ 廃棄物・リサイクル —
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表25　し尿処理施設

施　設　名　（所在地） 能力（㎘/日） 建設年月日 備　　考

一宮浄化センター（北区一宮217） 

神崎衛生施設組合（東区神崎町2676） 

備南衛生施設組合（倉敷市茶屋町1919）

旭川中部衛生施設組合（北区御津鹿瀬650）

犬島浄化センター（東区犬島179）

当新田浄化センター（南区当新田488-4）

300

180

80

42

0.35

 70（＋100）

昭54.３.31
（改修：令3.6.30）

平９.３.31

昭60.12.20

平４.３.31

昭62.３.31

昭60.３.30 浄化槽汚泥処理施設

図39　災害時のし尿収集フロー

【問い合わせ先】

　環境事業課、第１事業所、西大寺事業所、管轄の各区役所総務・地域振興課、地域センター、瀬戸支所

【問い合わせ先】
　御津支所管内：有限会社御津衛生センター
　建部支所管内：〔小倉地区〕 有限会社御津衛生センター
　　　　　　　　〔小倉地区以外〕 有限会社旭川環境

◎ 灘崎・御津・建部支所管内以外

　原則として町内会長もしくは町内の代表者を通じて市の担当部署へ連絡するようになります。

◎ 御津・建部支所管内

　原則として住民の方から収集業者へ連絡するようになります。

◎ 灘崎支所管内

　原則として住民の方から灘崎支所へ連絡するようになります。

住　民

住　民

住　民

町内会長
（町内の代表者）

収集業者

灘崎支所

市担当部署

御津支所
建部支所

市による現地確認
（免除の適否決定）

市による現地確認
（免除の適否決定）

市による現地確認
（免除の適否決定）

収集業者による
し尿収集

直営または収集業者
によるし尿収集

収集業者による
し尿収集

（９）災害時のし尿収集について
　大雨などの災害により便槽が冠水（用水路、側

溝等があふれ、一帯が水浸しになった場合等）し、

市が災害による冠水と確認した場合は、し尿処理

手数料が免除の扱いとなります。（不良便槽等によ

る冠水及び浄化槽は対象となりません。）

表25　し尿処理施設

図39　災害時のし尿収集フロー
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図40　令和６年度一般廃棄物等（ごみ）処理及び資源化物回収実績
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表26　産業廃棄物処理業者

処　理　業　の　区　分 令和５年度末 
業者数

令和６年度許可数 令和６年度末 
業者数新規 更新 変更 失効等

産業廃棄物
収集運搬業

処分業

特別管理 
産業廃棄物

収集運搬業

処分業

221 

106 

32 

9 

11 

1 

0 

0 

36 

29 

7 

2  

4 

2 

0 

0  

5 

2 

2 

0   

227 

105 

30 

9  

表27　自動車リサイクル法許可業者

処理業の区分 令和５年度末 
業者数

令和６年度許可数 令和６年度末 
業者数新規 更新 失効等

自動車 
リサイクル法

引取業

フロン類回収業

解体業

破砕業

94 

48 

34 

14 

4 

3 

0 

0 

16 

6 

22 

12 

10 

4 

2 

1 

88 

47 

32 

13 

産業廃棄物２

（１）産業廃棄物処理の状況
　事業活動に伴って生じる産業廃棄物は、排出事

業者自ら処理する責任があり、自ら処理できない

場合には許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託

して適正に処理することとされています。

　しかしながら、産業廃棄物の不適正処理による

苦情あるいは不法投棄、さらには最終処分場等処

理施設の設置に伴う地域でのトラブル等の問題が

数多く発生しています。

　岡山市では平成６年度から産業廃棄物関連業務

を所管しており、排出事業者や処理業者に対して、

産業廃棄物の減量化及び適正処理の指導等を行っ

ています。

　その主な業務は、処理業や処理施設の許可、排

出事業者や処理業者に対する立入検査・指導、苦

情への対応等ですが、不法投棄の早期発見と不適

正処理の未然防止のため、平成14年度から産業廃

棄物の監視班を設けるなど、産業廃棄物処理業者

の指導や苦情に対する迅速な対応に努めています。

　また、処理施設の設置許可については、平成15

年度から、事業者への近隣住民に対する事業計画

の説明会の開催等を義務付けた「岡山市産業廃棄

物処理施設の設置及び管理の適正化等に関する条

例」を適用しています。

　平成17年１月１日には「使用済自動車の再資源

化等に関する法律（以下、自動車リサイクル法）」

が本格施行され、使用済自動車の解体等を行う場

合は許可等が必要になりました。

表26　産業廃棄物処理業者

表27　自動車リサイクル法許可業者
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表29　立入検査

対　　　象
令和４年度 令和５年度 令和６年度

立入箇所数 立入件数 立入箇所数 立入件数 立入箇所数 立入件数

排 出 事 業 者 等

中 間 処 理 業 者

最 終 処 分 場

自動車リサイクル法関係

合 　 　 　 計

428 

93 

13 

22 

556 

4,262 

793 

103 

180 

5,338 

433 

93 

13 

22 

561 

4,730 

931 

110 

222 

5,993 

449 

94 

13 

38 

594 

4,576 

875 

99 

284 

5,834 

表28　産業廃棄物処理施設設置者

産業廃棄物処理施設の種類 令和５年度末 
施設数

令和６年度許可 令和６年度末 
施設数新規 変更 譲受 廃止

汚泥の脱水施設

汚泥の乾燥施設
天日乾燥

機械乾燥

汚泥の焼却施設

廃油の油水分離施設

廃油の焼却施設

廃プラスチック類の破砕施設

廃プラスチック類の焼却施設

木くず・がれき類の破砕施設

産業廃棄物の焼却施設（上記以外）

最終処分場
安定型

管理型

合　　　　　　　　計

27

2

1

9

2

7

25

8

87

17

9

5

199

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

1

0

0

3

27

2

1

9

2

7

25

8

86

16

9

5

197

（２）監視・指導
　平成14年度から監視班を設置し、事業場への立

入や不適正処理に対する監視・指導を強化してい

ます。

　①　立入検査
　処理業者や処理施設を設置している排出事業者

の事業場に対し、立入検査を行っています。

　②　不適正処理に対する指導
　市民から寄せられる産業廃棄物の不適正処理に

関する苦情、通報に対しては迅速に対応し、関係

者に対する厳正な指導、処分により改善が図られ

るように努めています。

　③　上空監視活動
　市消防局と連携し、消防ヘリコプターによる不

法投棄等の上空監視を行っています。

表29　立入検査

表28　産業廃棄物処理施設設置者
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表30　苦情概要（受付件数）

苦情の種

野外焼却

黒煙

不適正保管

不適正処理

騒音・振動・粉塵

不法埋立

不法投棄

悪臭

その他

合　　　　計

令和４年度 令和５年度 令和６年度

19 

7 

12 

3 

3 

4 

7 

6 

5 

66 

18 

3 

16 

2 

9 

7 

11 

6 

9 

81 

14 

2 

26 

8 

10 

2 

18 

6 

11 

97 

表30　苦情概要  （受付件数）
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